
 
 

 

 

 

【第 1 編 マニュアル編】 

 

 

 「ネット上のいじめ」の特徴について説明。「ネット上のいじめ」を①掲示板・ブ

ログ・プロフによるものと、②メールによるものとに分けて類型化。 

  

 

 ① 「ネット上のいじめ」の事例を簡潔に紹介。 

 ② 掲示板等への誹謗・中傷に対して、削除依頼の具体的な方法を説明するなど、対

応の具体的な手順、児童生徒への指導のポイントなどを説明。 

 ③ チェーンメールに関する対応のポイントを説明。 

 

 

 ① 情報モラル教育の充実と教員の指導能力の向上に関する基本的な考え方を説明。

② 保護者への啓発や家庭・地域との連携の在り方について、保護者への説明のポイ

ント等を参考として例示。 

③  本マニュアルの活用の在り方として、教育委員会や学校の期待される役割と取

組の例を紹介。 

※ 参考資料 

 「ネット上のいじめ」の指導や啓発等に役立つ各種調査結果や、啓発パンフレット、

教員向け指導資料、関係法令等を掲載。 

 

１．「ネット上のいじめ」とは  

 

 

 

  ２．「ネット上のいじめ」等の事例と対応 

３．「ネット上のいじめ」等に対する対応の充実 

 

【第 2 編 事例編】 

 

「ネット上のいじめ」に関して、学校における対応事例を、「ネット上のいじめ」の類型

ごとに分け、さらに学校種（小・中・高）ごとに分けて、１５の事例の詳細な内容とポイン

トを掲載。 

※ 巻末に「子どもを守り育てる体制づくりのための有識者会議まとめ【第 2次】」と「インター

ネット・携帯電話でのいじめ等のトラブルに関する学校における対応マニュアル・事例集の作

成に関する検討会」の要項と委員名簿を添付。 
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はじめに 

 

 

 近年、携帯電話が子どもたちの間にも急速に普及し、子どもたちの携帯電話のメー

ルやインターネットの利用が増加しており、それに伴い、インターネット上の学校非

公式サイトや掲示板等を利用して、特定の児童生徒に対する誹謗・中傷が行われるな

どの「ネット上のいじめ」という新しい形のいじめ問題が生じています。また、「ネ

ット上のいじめ」やインターネット上の掲示板等への書き込みなどが原因で、実際に  
暴力事件等に発展している事例もあります。 
「ネット上のいじめ」は、他のいじめと同様に、決して許されるものではなく、学

校・教育委員会と家庭・地域が連携して解決に向けた取組を行っていく必要がありま

す。しかしながら、「ネット上のいじめ」の実態について、保護者や学校が十分に把

握できていないことや、学校において有効な対応方策を共有できていないという状況

も指摘されてきました。 

 

 このような状況を踏まえ、文部科学省では、「子どもを守り育てる体制づくりのた

めの有識者会議」を設置し、「ネット上のいじめ」に関する対応策等について検討を

行ってきており、平成２０年６月に、「子どもを守り育てる体制づくりのための有識

者会議まとめ【第２次】」を取りまとめたところであり、その提言に基づき、具体的

な文部科学省の取組を行ってきているところです。 

 

 今般、この取りまとめの中で、「ネット上のいじめ」について提言されている「対

応マニュアル（例）」「事例集」の作成について、「インターネット・携帯電話での

いじめ等のトラブルに関する学校における対応マニュアル・事例集の作成に関する検

討会」を開催し、「『ネット上のいじめ』に関する対応マニュアル・事例集（学校・

教員向け）」を作成しました。 

 本対応マニュアル・事例集は、【第１編】と【第２編】から構成されています。【第

1 編】【第２編】ともに、教職員にとって必要となる事項を簡潔に整理し、利用しや

すい形になるよう、工夫しています。 

【第１編】のマニュアル編では、「ネット上のいじめ」を発見した場合の、学校に

おける対応に関する手順をまとめたマニュアルとなっています。特に、ブログなどの

インターネット上の掲示板などでの誹謗・中傷への対応方法について、マニュアルと

してまとめています。【第２編】事例集では、マニュアル編の「ネット上のいじめ」

の類型ごとに、学校種ごとの事例を紹介しています。 
 これらは、「ネット上のいじめ」に対応するための基本的な知識や方法であるため、

各学校での活用に当たっては、さらに内容を追加したり詳細な解説を加えるなどし

て、地域ごとの対応の在り方を検討することが考えられます。 
 
 



「ネット上のいじめ」に関する対応マニュアル・事例集（学校・教員向け）

 

 いま「ネット上のいじめ」に苦しむ子どもたちのために、いじめの兆候をいち早く

把握して、迅速な対応を行うとともに、情報モラルの指導や、保護者への啓発活動を

行い、「ネット上のいじめ」を許さない学校づくりを家庭や地域と共に行っていく必

要があります。また、子どもの人権尊重という観点からも、子どもたちが安心して学

べる環境作りが重要です。 
 
文部科学省では、学校非公式サイトに関する調査の実施や、「ネット上のいじめ」

に関する子ども用・大人用の啓発リーフレットの配布等の取組をこれまで行ってきま

した。また、各教育委員会・学校においても、地域や学校の実態に応じて、「ネット

上のいじめ」に対して、それぞれの取組が行われてきているところですが、本マニュ

アルを活用したり、地域や教育委員会ごとのマニュアルを作成したりするなどして、

「ネット上のいじめ」に対する取組がなされるようお願いいたします。 
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【第１編 マニュアル編】



「ネット上のいじめ」に関する対応マニュアル・事例集（学校・教員向け）

 

１．「ネット上のいじめ」とは 

 

（１）「ネット上のいじめ」の特徴 

「ネット上のいじめ」とは、携帯電話やパソコンを通じて、インターネット上の

ウェブサイトの掲示版などに、特定の子どもの悪口や誹謗・中傷を書き込んだり、

メールを送ったりするなどの方法により、いじめを行うものです。 

 「ネット上のいじめ」には、次のような特徴があると指摘されています。 
 

 

 ・ 不特定多数の者から、絶え間なく誹謗・中傷が行われ、被害が短期間で

極めて深刻なものとなる。 

 ・ インターネットの持つ匿名性から、安易に誹謗・中傷の書き込みが行わ

れるため、子どもが簡単に被害者にも加害者にもなる。 

 ・ インターネット上に掲載された個人情報や画像は、情報の加工が容易に

できることから、誹謗・中傷の対象として悪用されやすい。また、イン

ターネット上に一度流出した個人情報は、回収することが困難となると

ともに、不特定多数の他者からアクセスされる危険性がある。 

・ 保護者や教師などの身近な大人が、子どもの携帯電話等の利用の状況を

把握することが難しい。また、子どもの利用している掲示板などを詳細

に確認することが困難なため、「ネット上のいじめ」の実態の把握が難

しい。 
   
 
  このような「ネット上のいじめ」についても、他のいじめと同様に決して許され

るものではなく、学校においても、「ネット上のいじめ」の特徴を理解した上で、

「ネット上のいじめ」の早期発見・早期対応に向けた取組を行っていく必要があり

ます。 
 

【参考】 

①「平成１８年度生徒指導上の諸問題に関する調査」（文部科学省） 

 ○「パソコンや携帯電話等で、誹謗・中傷や嫌なことをされる」 

              小  学  校： 466件  （0.8％） 

              中   学   校：2,691件  （5.2％） 

             高 等 学 校 ：1,699件 （13.8％） 

             特別支援学校：  27件  （7.0％） 

              合     計：4,883件  （3.9％） 

                       （カッコ内は、いじめの認知件数全体に対する割合）
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②「青少年が利用する学校非公式サイト等に関する調査（平成２０年１～３月）」 

（文部科学省）

（ア）青少年が利用する学校非公式サイト等のウェブサイト数に関する調査 

  ○サイト・スレッド数：38,260件 

   スレッド型学校非公式サイト：33,527件（87.6％） 

    （「２ちゃんねる」など巨大掲示板にスレッドとして掲載されているもの） 
   グループ・ホームページ型非公式サイト：1,944件（5.1％） 
    （生徒が「個人ホムペ」と呼び、数人のグループで遊ぶサイト） 

（カッコ内は、サイト・スレッド数全体に対する割合）

 

（イ）サイト・スレッドの書き込み内容 

               （対象：群馬・兵庫・静岡県（約2,000件のうち）） 

  ○  ｢キモイ｣｢うざい｣等の誹謗・中傷の語が含まれる  ：50％ 

  ○ 「性器の俗称」などわいせつな語が含まれる     ：37％ 

    ○ ｢死ね｣｢消えろ｣｢殺す｣等暴力を誘発する語が含まれる：27％ 
 

 

（２）「ネット上のいじめ」の類型 

「ネット上のいじめ」には様々なものがありますが、手段や内容に着目して、次

のとおり類型化できます。実際の「ネット上のいじめ」は、これらに分類したそ

れぞれの要素を複合的に含んでいる場合も多くあります。 

 

① 掲示板・ブログ・プロフでの「ネット上のいじめ」 

ⅰ）掲示板・ブログ・プロフへの誹謗・中傷の書き込み 

   インターネット上の掲示板やブログ（ウェブログ）、プロフ（プロフィールサ

イト）に、特定の子どもの誹謗・中傷を書き込み、いじめにつながっている場合

もあります。 

ⅱ）掲示板・ブログ・プロフへ個人情報を無断で掲載 

掲示板やブログ、プロフに、本人に無断で、実名や個人が特定できる表現を

用いて、電話番号や写真等の個人情報が掲載され、そのために、迷惑メールが

届くようになったり、個人情報に加えて、容姿や性格等を誹謗・中傷する書き

込みをされ、クラス全体から無視されるなどのいじめにつながったりしたケー

スがあります。 

  ⅲ）特定の子どもになりすましてインターネット上で活動を行う 

特定の子どもになりすまして、無断でプロフなどを作成し、その特定の子ど

もの電話番号やメールアドレスなどの個人情報を掲載した上、「暇だから電話し

て」などと書き込みをしたことにより、個人情報を掲載された児童生徒に、他人

から電話がかかってくるなどの被害があります。 
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【参考】掲示板・ブログ・プロフとは 

 

（電子）掲示板・・・参加者が自由に文章等を投稿することで、コミュニケーション

を行うことができるウェブサイトのこと。掲示板の管理者がテー

マ等を設定し、その内容に沿った書き込みをする。 

 

ブログ・・・・・・・「ウェブログ」の略。個人や数人のグループで管理運営され、

日記のように更新されるウェブサイト。携帯電話等を使用して更

新するブログは「モブログ」と呼ばれている。 

 

プロフ・・・・・・・「プロフィールサイト」の略で、パソコンや携帯電話からイン

ターネットを利用して、自己紹介サイトを作成することができる。

事業者（プロバイダ）が行っている無料のプロフィール作成用サ

ービスを利用すれば、小中学生でも簡単に作成することができる。

不特定多数の者が見たり書き込んだりすることができる。 

 

 

② メールでの「ネット上のいじめ」     

ⅰ）メールで特定の子どもに対して誹謗・中傷を行う 

誹謗・中傷のメールを繰り返し特定の子どもに送信するなどして、いじめを

行ったケースがあります。インターネット上から、無料で複数のメールアドレス

を取得できるため（サブアドレス）、いじめられている子どもには、誰からメー

ルを送信されているのか判らないこともあります。 

 

ⅱ）「チェーンメール」で悪口や誹謗・中傷の内容を送信する 

特定の子どもを誹謗・中傷する内容のメールを作成し、「複数の人物に対し

て送信するように促すメール（チェーンメール）」を、同一学校の複数の生徒

に送信することで、当該生徒への誹謗・中傷が学校全体に広まったケースがあ

ります。 

 

ⅲ）「なりすましメール」で誹謗・中傷などを行う。 

第三者になりすまして送られてくるメールのことを、「なりすましメール」と

呼んでいます。なりすましメールは、子どもたちでも簡単に送信することができ

ます。クラスの多くの子どもになりすまして、「死ね、キモイ」などのメールを

特定の子どもに何十通も送信した事例などもあります。 
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【参考】 なりすましメール対策 

 

送信者のメールアドレスを第三者に偽装した上で送信する「なりすましメー

ル」について、受信拒否できるようなサービスを、各携帯電話会社が提供してい

ます。携帯電話の「メール設定」というメニューから、簡単に手続ができるよう

になっています。その他、迷惑メールについても、受信拒否などの設定が可能で

す。 

詳しくは、各携帯電話会社のウェブサイトをご参照ください。 

 

 

 

 

③ その他 

口こみサイトやオンラインゲーム上のチャットで、誹謗・中傷の書き込みの事

例などがあります。また、最近の事例では、ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキン

グサービス）を利用して、誹謗・中傷の書き込みを行うことが増加してきていま

す。「ネット上のいじめ」は、インターネットの使い方の変化や新しいシステム

やサービスなどの出現などにより、新たな形態のいじめが生じることが考えられ

ます。 

 

【参考】 

ＳＮＳ・・・・・・・ソーシャルネットワーキングサービスの略。コミュニティ型の

会員制のウェブサイトのこと。既存の会員からの招待がないと会員

になれないという形式をとっていることが多い。会員になると、自

由に書き込みを行うことができる。 

口こみサイト・・・・インターネット上で、様々な物事の評判を情報交換のためのウ

ェブサイトのこと。利用者が自由に書き込むことができる。 

オンラインゲーム・・コンピュータネットワークを利用して、別々の場所にいても、

オンライン上で同時に同じゲームを行うことができるもの。ゲーム

だけではなく、チャット等への書き込みを行うことで、コミュニケ

ーションを行うことができる。 
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２．「ネット上のいじめ」等の事例と対応 

 

ここでは、「ネット上のいじめ」のこれまでの典型的な事例を紹介し、特に、掲

示板やブログ、プロフに誹謗・中傷や個人情報を無断で掲載された場合の対応と、

チェーンメールへの対応について解説します。 

（１）これまでの典型的な事例 

  「ネット上のいじめ」が発生した際に適切な対応を行うためには、まず、具体

的な事例を理解しておく必要があります。 

文部科学省では、都道府県・政令指定都市教育委員会にご協力いただき、「ネ

ット上のいじめ」とその対応の事例を集めました。以下に、小・中・高等学校別

に代表的な事例を掲載しました。ここに示された事例も参考にして、（２）（３）

での対応マニュアルを活用して下さい。 

 なお、事例の更に具体的な内容と対応のポイントについては、【第２編 事例

編】に掲載しています。 

    

・ ある児童が、同じ学年の児童とトラブルになり、その児童のことをインター

ネット上の掲示板で、卑猥な表現を用いて中傷した。 

◇ 小学校での事例 ◇ 

・ ある児童が、勝手に本人の名前を使われたうえ、インターネット上の掲示板

に出会い系サイトに書き込むような内容の不適切な書き込みを行っているかの

ように装われる被害を受けた。 

・ 複数の児童がニックネームを使って、「総合口こみサイト」上の掲示板に、

同じクラスの特定の児童のことを、個人を特定できるような形で誹謗・中傷す

る内容の書き込みを行った。 

 

・ ある生徒が、友人関係にあった同じ学校に通う生徒とトラブルになり、その

生徒のことが気に入らないという理由で、インターネット上の掲示板に「キモ

イ」「ウザイ」などと中傷する書き込みをした。 

◇ 中学校での事例 ◇ 

・ 何者かが作成した偽の学校ホームページが開設され、その中で、生徒や教師

の個人情報や悪口が掲載された。 

・ ある生徒が、同じ学校に通う生徒について、「○○さんはいじめを繰り返し

行っている」などと事実無根の内容のメールを作成し、４人以上に送信するよ

うに促すチェーンメールとして送信した。 

・ ある生徒が、同じ学校に通う生徒に対して、自宅のパソコンから「なりすま

しメール」で大量の嫌がらせメールを送信した。被害生徒が警察に対して被害

届を出し、加害生徒は県迷惑防止条例違反で逮捕された。 
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◇ 対応の流れ ◇ 

◇ 高等学校での事例 ◇  

・ ある生徒は、学校非公式サイトの掲示板に、「○○さんは性的な逸脱行為を

している」など誹謗・中傷の書き込みをされた。 

・ 学校非公式サイトに性格や体型、容姿などについて揶揄するような書き込み

を繰り返し行った。 

・ ある生徒が、クラスメートである特定の友人に対して快く思わない感情を抱

き、ブログ上で、その人の人権を侵害するような誹謗・中傷の内容の書き込み

を繰り返し行った。 

・ ある生徒は、学校の自分の靴箱にコンパスの針を置かれるなどの嫌がらせを

受けると同時に、嫌がらせメールを送信された。 

・ ある女子生徒は、本人の知らないうちに自分の名前を使われ、「私は男好き

で、いろいろな人と出会いたいと思っている」などの内容のメールを、不特定

多数の生徒に送信された。 

 

 

（２）掲示板等への誹謗・中傷等への対応 

掲示板やブログ、プロフ等への誹謗・中傷の書き込みなどの「ネット上のいじめ」

が児童生徒や保護者等からの相談などにより発見された場合は、児童生徒等へのケ

アを行うとともに、被害の拡大を防ぐために、次に示す手順で、書き込みの削除を

迅速に行う必要があります。 

 

 

   

① 「ネット上のいじめ」の発見／児童生徒・保護者等からの相談   

  学校が「ネット上のいじめ」の事案を把握するのは、児童生徒や保護者から

の相談である事例が多く見られます。また、児童生徒の様子の変化から、事案

を把握することになった事例もあります。学校では子どもたちが出すいじめの

兆候を見逃さず、「ネット上のいじめ」に対応していく必要があります。 
  なお、より積極的に「ネット上のいじめ」を発見する取組として、家庭や地

域、教育委員会、関連企業等と連携して、「ネットパトロール」を行うことも

考えられます（２１頁【参考】参照）。 
 

② 書き込み内容の確認 

 誹謗・中傷等の書き込みの相談が生徒・保護者等からあった場合、その内容

を確認します。その際には、書き込みのあった掲示板等のＵＲＬを控えるとと

もに、書き込みをプリントアウトするなどして、内容を保存するようにしまし

ょう。 
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 掲示板等の中には、パソコンから見ることができないものも多くあります。

その場合は、携帯電話から掲示板等にアクセスする必要があります。また、携

帯電話での誹謗・中傷の場合は、プリントアウトが困難なため、デジタルカメ

ラで撮影するなどして内容を保存します。 
 
③ 掲示板等の管理者に削除依頼      

掲示板等のトップページを表示し、「管理者へのメール」や「お問い合わせ」

と表示されているところを探します（ページの下の方にあることが多いようで

す）。該当箇所をクリックすると、管理者にメールを送ることができるページ

が表示されます。そのページに、件名、内容等の事項を書き込んで、「送信ボ

タン」を押して送信すると、管理者にメールが届くようになっています。 
なお、削除依頼の方法は、それぞれの掲示板等によって異なるので、先に「利

用規約」等に書かれている削除依頼方法を確認する必要があります。 
削除依頼を行う場合は、個人のパソコンやメールアドレスは使わず、学校等

のパソコンやメールアドレスから行うことが適当です。また、削除依頼を行う

メールについて、個人の所属・氏名などを記載する必要はありません。掲示板

等の管理者の中には、悪意のある人もおり、個人情報を悪用される場合もあり

ます。 
 

 

この辺りを探します 

 
 

 
④ 掲示板等のプロバイダに削除依頼       

    掲示板等の管理者に削除依頼しても削除されない場合や、管理者の連絡先が

不明な場合などは、プロバイダ（掲示板サービス提供会社等）へ削除依頼を行

います。 
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【参考】掲示板等の管理者・プロバイダへの削除依頼のメールの文例 

 

 以下の例を参考にしながら、分かりやすく簡潔に書くようにしましょう。その

際には、削除が必要なＵＲＬや書き込みＮo.、削除理由を記載する必要がありま

す。 

 
［件名］【削除依頼】誹謗・中傷の書き込み 
［本文］ 
   URL      ： http:// ～ 
   スレッド    ： http://  ～  
   書き込みＮｏ．： 
   違反内容   ：（具体的な書き込みの内容を書いてください。） 
   削除理由   ： 
   上記の掲示板内に、個人を誹謗・中傷する書き込みがあり、当人が大変

迷惑しています。更に書き込みが行われると、犯罪に発展する可能性もあ

ります。 
  貴サービスの利用規約等に基づき、当該書き込みの削除を行うようお願

いいたします。 
 

  
⑤ 削除依頼しても削除されない場合 

 管理者やプロバイダへの削除依頼をしても削除されない場合は、送信した

削除依頼メールに不備がなかったか内容を確認し、不備があった場合には、

必要な情報を追加し、削除依頼メールを再送します。削除が必要なＵＲＬや

書き込みＮｏ．などの記載がなかったために、削除されていない場合もあり

ます。 

 それでも削除されない場合は、警察や法務局・地方法務局に相談するなど

して、対応方法を検討します。 

 

・ 警察との連携 

    「ネット上のいじめ」の問題に対し、適切に対応していくためには、教

育委員会等が中心となって、各地域の状況に応じた、学校と警察との協力

体制の構築を検討することも有効です。 
   例えば、神奈川県では、学校において削除依頼の手続を行ったにも関わ

らず、悪質な書き込みが削除されない場合などは、警察本部少年育成課内

に設けられた専用の窓口を通じて警察本部と連絡を取り、削除依頼の方法

などについて指導・助言を受けています。 
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 ・ 法務局・地方法務局との連携 

    法務省の人権擁護機関である全国の法務局・地方法務局では、インター

ネット上の掲示板等にプライバシー侵害に当たる悪質な書き込みがなさ

れたとして被害者等から相談を受けた場合、掲示板等を管理するプロバイ

ダ等に対して、削除を依頼する方法や発信者情報の開示を請求する方法な

ど、事案に応じた適切な助言を行っているほか、被害者自ら被害の回復予

防を図ることが困難であるような場合は、表現の自由に配慮しつつ、法務

局・地方法務局からプロバイダ等に対して削除要請を行っています。 
学校だけの対応では解決できない場合などは、法務局・地方法務局に相談

して対応することも有効です。 

 

【参考】  

常設人権相談所 ２２～２３頁「参考資料」参照 

専用相談電話 子どもの人権１１０番／０１２０－００７－１１０ 

 

インターネット人権相談受付窓口（SOS-ｅメール） 

パソコン http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html 

携帯電話 http://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/001.html 

 

啓発資料 「はなまる人権学校 人権侵害のない、快適なインターネット環境を作ろう」 

http://www3.gov-online.go.jp/gov/pickup_flash/200607/f_netjinken.swf 
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児童生徒が、掲示板等への誹謗・中傷の書き込みを行う「ネット上のいじめ」

の被害者や加害者とならないために、次のポイントを踏まえ、児童生徒全体に

対して指導を行うことが重要です。 

 

◇ 児童生徒への指導のポイント －掲示板等での被害を防ぐため ◇  

 

① 掲示板等に誹謗・中傷の書き込みを行うことは、いじめであり、決して許

される行為ではないこと。 

② 掲示板等への書き込みは、匿名で行うことができるが、書き込みを行った

個人が特定されること。特に、書き込みが悪質な場合などは、犯罪となり、

警察に検挙される場合もあること。また、掲示板等への書き込みが原因で、

傷害や殺人などの重大犯罪につながる場合もあること。 

③ 掲示板等を含めインターネットを利用する際にも、利用のマナーがあり、

それらをしっかりと守ることにより、インターネットのリスクを回避するこ

とにつながった事例もあったこと。 

 

 

【参考】 掲示板等への誹謗中傷などの書き込みなどの「ネットいじめ」等が

犯罪となった例 

 

①長崎県佐世保市での小６女児同級生殺害事件（平成１６年６月） 
【事件概要】 

小学校６年生の女子児童が、同級生の女子児童がインターネットの掲示板に悪口

を書いたことに腹を立て、学校内でカッターナイフにより同級生の女子児童の体を

切りつけ失血死させた事件。 
 
【事件原因】 

インターネットの掲示板に体重に関することや、「ぶりっ子」などと書き込まれ

たことで加害女児は殺害を決心したという。 
 
②群馬県桐生市での高１男子同級生傷害致死事件（平成２０年７月） 
【事件概要】 

高校１年生の男子生徒がインターネットの自己紹介サイト「プロフ」に書き込ん

だ内容に腹を立てた元同級生の無職の少年が、書き込みをした男子高校生を殴る蹴

るなどの暴行をして死に至らせた事件。 
 
【事件原因】 

高校１年生の男子生徒が「プロフ」に書いた「ギターを弾くやつはろくなやつが

いない」という内容に腹を立て、懲らしめるつもりで暴行したという。 
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削除を確認
・児童生徒、保護者等への説明

ネット上のいじめの発見
児童生徒・保護者等からの相談

書き込み内容の確認

・掲示板のアドレスを記録
・書き込みをプリントアウト
・携帯電話の場合は、デジタルカメラ

で撮影など

掲示板の管理人に削除依頼

２

掲示板のプロバイダに削除依頼

３

・削除依頼メールの再確認
・警察に相談
・法務局・地方法務局に相談

４

２．により削除されない場合
or

管理人の連絡先が不明な場合

２・３の方法でも
削除されない場合

１
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（３）チェーンメール等への対応 

一般的に、同じ内容を不特定多数の人に転送するよう求めるメールを、チェー

ンメールといいます。「ネット上のいじめ」に分類される誹謗・中傷に関するも

の以外にも、様々な内容のものがあります。メール中に、「このメールを○○人

に転送してください」というような内容が書かれているものは、すべてチェーン

メールです。 

 

 

【参考】チェーンメールの内容例 

 

① 幸福・不幸（の手紙）系 

転送しないと不幸になる、あるいは幸福になるというもの。ホラー画像・動画が添

付されたり、画像のリンクを本文中に含むものが多い。 

 

② 宣伝系 

不幸の手紙をベースにしたものに、広告宣伝のための HP アドレスを含むもの。リ

ンク先へ飛ぶと、チェーンメールの内容に絡んだホラー画像や、携帯の待ち受け画像

などが表示され、同一画面に業者の HP へのリンクを一緒に表示させることで、自サ

イトへ誘導する。出会い系やアダルト系サイトが多い。 

 

③ 募集系 

募金や献血のお願い、ペットの飼い主捜しなどの善意の内容や、テレビ番組の実験

でチェーンメールを転送しているなど、受信者の良心を逆手にとって、転送させよう

とするもの。電話番号や住所など含むものがありますが、アダルト番組へ繋がり、料

金請求されたり、まったく関係のない第三者の情報が使われていることもあるので、

絶対にアクセスしたり、連絡を取ったりしてはいけません。 

 

④ 誹謗・中傷（嫌がらせ）系 

個人的な悪意やいたずらで、ある人物や団体、事業者などを中傷するために転送さ

せようとするもの。 

 

⑤ その他 

ブラウザクラッシュメール（※１）、ワン切り電話番号（※２）の羅列など。 

※１ リンク先のアドレスをクリックすると延々と画像を開かせて携帯のブラウザをフ

リーズさせるなどし、受信者を驚かせて転送を促すもの。 

※２ 「あなたはかける勇気がありますか。芸能人の携帯電話番号です」といった度胸試

しのような内容。実際はかけてきた相手から料金請求するための電話番号で、「ワ

ン切り」などに使われているものが多い。 

（出典：「撃退！チェーンメール」財団法人日本データ通信協会  

迷惑メール相談センター）
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児童生徒にチェーンメールの例について紹介するとともに、チェーンメールを

他の友人等に転送しないように、次の点を踏まえ、指導を行うことが重要です。 

 

 

◇ 児童生徒への指導のポイント －チェーンメールの被害を防ぐため ◇ 

①  携帯電話やパソコンからのメールは、誰に転送したか若しくは転送しなかっ

たかについて、第三者が知ることは、通常の方法では不可能であること。 

    ② チェーンメールの内容は、架空の内容であり、チェーンメールを転送しない

ことで、不幸になったり、危害を加えられたりすることはないこと。 

  ③ チェーンメールを転送すると、受け取った人は迷惑し、友人関係を損ねる可

能性もあるので、絶対に転送しないこと。また、チェーンメールの内容に、特

定の個人を誹謗・中傷する内容が含まれているものを転送した場合、自分自身

も「ネット上のいじめ」の加害者となること。 

④  チェーンメールを送ってきた人に対して、抗議のメールを送るなどの行動

は、トラブルの原因にもなるため、行わないようにすること。 

⑤  チェーンメールに書かれている電話番号やメールアドレス等は、メールの

内容とは無関係であり、こちらから連絡しないこと。 

⑥  チェーンメールに書かれているウェブサイトのアドレスにはアクセスしな

いこと。出会い系サイトやアダルト系サイトなど大変危険なサイトにつなが

る場合があること。 

 

 

 

 

【参考】チェーンメール転送先 

 

チェーンメールについて不安が解消できない児童生徒には、チェーンメールの

転送先を紹介するといいでしょう。（財）日本データ通信協会迷惑メール相談セ

ンター等において、チェーンメールの転送先のアドレスを紹介しています。 

http://www.dekyo.or.jp/soudan/chain/index.html 
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（４）「ネット上のいじめ」が発見された場合の児童生徒への対応 

 

「ネット上のいじめ」が発見された場合、次の点に留意して、児童生徒への対応・

指導を行っていく必要があります。 

 

①被害児童生徒への対応 

 「ネット上のいじめ」を含めたいじめに対しては、スクールカウンセラー等

を配置するなど、学校における教育相談体制の充実を図り、きめ細かなケアを

行い、いじめられた子どもを守り通すことが重要です。毎日の面談の実施や、

緊急連絡先の伝達を行うなど、被害児童生徒の立場に寄り添った支援が大切で

す。 
 また、学級担任だけで対応するのではなく、複数の教師で情報を共有して対

応するなど、学校全体で「ネット上のいじめ」に対して取り組んで行くことが

重要です。 
 

②加害児童生徒への対応 

 加害児童生徒が判明した場合には、加害者自身がいじめに遭っていて、その

仕返しとして、掲示板に誹謗・中傷を書き込んだという例などもあるため、被

害者からの情報だけをもとに、安易に加害者と決めつけず、「ネット上のいじ

め」が起こった背景や事情についても綿密に調べるなど適切な対応が必要です。 
また、「ネット上のいじめ」についても、他のいじめと異なるものではなく、

決して許されないものであるということについて、粘り強い指導を行うととも

に、加害児童生徒に対するケアも行う必要がある場合があります。特に「ネッ

ト上のいじめ」に関しては、加害児童生徒が軽い気持ちで書き込みを行ったり、

加害生徒自身が悩みや問題を抱えていたりする場合があるため、事後の指導か

ら受ける精神的な影響が大きいという事例も報告されています。そのため、個

別の事例に応じて、十分な配慮のもとでの指導が求められます。 

 

③全校児童生徒への対応 

 「ネット上のいじめ」等が生じた場合には、上記（２）（３）◇児童生徒へ

の指導のポイント◇を参考に、全校児童生徒への指導を行うとともに、日頃か

ら情報モラル教育を学校全体として行い、子どもたちが「ネット上のいじめ」

の加害者にも被害者にもならないように指導を充実させることが重要です（３．

（１）参照）。 

 掲示板やチェーンメール等で誹謗・中傷を発見した場合には、教職員や保護

者に相談するように伝えましょう。 
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（５）「ネット上のいじめ」が発見された場合の保護者への対応 

  「ネット上のいじめ」を発見した場合には、被害児童生徒の保護者に迅速に連

絡するとともに、家庭訪問などを行い、保護者と話合いの機会を持ち、学校の対

応について説明し、その後の対応について相談しながら進めることが重要です。 

 加害児童生徒が明らかな場合は、その保護者に対しても、「ネット上のいじめ」

は許されない行為であることを説明するとともに、「ネット上のいじめ」を再発

させないために、家庭での携帯電話やインターネットの利用の在り方についての

説明を行うことが必要です。 

加えて、必要に応じて、保護者会を開催するなどして、学校において起きた「ネ

ット上のいじめ」の概要や学校における対応、家庭での留意点などを説明し、ま

た、「ネット上のいじめ」に対する学校における対応方針を伝えるなど、学校の

取組に対する保護者の理解を得ることも重要となります。 
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３．「ネット上のいじめ」等に対する対応の充実 

 

 

（１）情報モラル教育の充実と教員の指導力の向上 

 「ネット上のいじめ」を予防する観点から、また、「ネット上のいじめ」以外

にも、子どもたちがインターネット上のトラブルに巻き込まれることも考えられ

ます。そのような情報化の影の部分への対応として、他人への影響を考えて行動

することや有害情報への対応などの情報モラル教育を行っていく必要がありま

す。 

 

 情報モラル教育を行う際には、学習指導要領の内容を踏まえ（→参考資料４１

頁参照）、各教科等の指導の中で、小学校低学年から発達の段階に応じて情報モ

ラルを取り扱っていく必要があります。また、情報モラル教育の指導を行うに当

たっては、文部科学省で作成している指導モデルカリキュラムや教員向け Web サ

イト等を活用することが有効です。 

 

情報モラル教育については、学校全体で取り組むことが必要であり、指導に当

たっては、それぞれの教員が、インターネット等に関する知識や「ネット上のい

じめ」の実態を理解し、児童生徒への情報モラルに関する指導力の向上を図るこ

とが重要です。その際には、外部の専門家を講師として招き、教員の研修を行う

ことなども考えられます。 

 

「ネット上のいじめ」は、本マニュアルで紹介した事例以外にも新たな手口が

発生することも考えられます。そのため、常に最新の動向の把握に努めることが

重要です。 

【参考】 

 「情報モラル」指導モデルカリキュラム 

 情報モラル教育を体系的に進めるため、情報モラルの指導内容を５つの分野

に整理し、児童生徒の発達段階に応じて指導目標を設定。 

 

「情報モラル」指導実践キックオフガイド   

    情報モラル教育の重要性やモデルカリキュラムの解説、指導実践事例などを

紹介。 

 

   教員向けWebサイト 「やってみよう情報モラル教育」 

     教員が手軽にアクセスし、情報モラル指導の参考とするための指導実践事例

や指導に役立つリンク集等を紹介するポータルサイト。 

        http://kayoo.info/moral-guidebook-2007/ 
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（２）保護者への啓発と家庭・地域との連携 

 「ネット上のいじめ」については、学校だけの取組だけでなく、学校と家庭や

地域が連携・協力し、「ネット上のいじめ」の予防と、早期発見・早期対応へ向

けた取組を行っていかなくてはいけません。そのためには、携帯電話の利用に関

する危険性と子どもたちの携帯電話の利用の実態について保護者が理解し、「ネ

ット上のいじめ」の実態等について子どもと話し合い、携帯電話の利用に関して

家庭におけるルールづくりを行っていく必要があります。また、保護者が携帯電

話へのフィルタリングの設定が、「ネット上のいじめ」を予防する点で有効な場

合もあることを理解し、子どもの携帯電話へのフィルタリングの設定を行うこと

も重要となります。 
 学校においても、入学式の際の保護者への説明会や保護者会などの機会を捉え

て、「ネット上のいじめ」の実態や、家庭での取組の重要性について呼びかけて

いく必要があります。学校での携帯電話の取扱いに関する方針について、あらか

じめ保護者に説明し、理解を得ることで、その後の指導をスムーズに行うことが

可能になります。 

 また、保護者への啓発に関する取組を行う場合には、e-ネットキャラバン（総

務省が文部科学省と通信関係団体と連携して実施）や、非行防止教室・サイバー

セキュリティカレッジ（都道府県警が実施）、インターネット安全教室（経済産

業省が NPO と協力して実施）などを活用することも効果的です。 

 
 
 
【参考１】保護者への説明のポイント 

 

保護者の中には、「ネット上のいじめ」について、どのようなものか十分理解し

ていない保護者もいます。「ネット上のいじめ」について、保護者への説明の際には、

次の点を踏まえつつ、個別のケースに応じた対応を行う必要があります。説明の際の

資料には、参考資料に掲載した資料等を活用して下さい。 

  

○ 子どもたちの携帯電話等の利用の実態 

○ 「ネット上のいじめ」の実態 

○ 「ネット上のいじめ」を予防するために家庭でできる取組 

    ・「ネット上のいじめ」等についての子どもとの話合い 
・家庭での携帯電話の利用に関するルールづくり 
・フィルタリングの必要性 

 ○ 「ネット上のいじめ」の早期発見・早期対応に向けた取組 
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【参考２】 家庭での携帯電話利用に関するルール 

 

   家庭での携帯電話利用に関するルールについては、料金についてのルールを決めてい

る場合が多いですが、それ以外のルールについては、何も定めていない場合も多いとい

う調査結果もあります。 

「ネット上のいじめ」やインターネット上のトラブルから子どもたちを守るためには

次に示す家庭でのルールの例を参考にしながら、各家庭で話し合い、利用に関するルー

ルづくりを行うことも重要です。 

 

  （家庭でのルール例） 

    ・自宅内では居間で使うこと 

    ・食事中や懇談中、深夜には使用しないこと 

    ・一定の金額以上は使わないこと 

    ・学校での使用については、学校のルールに従うこと 

    ・他人を傷つけるような使い方をしないこと 

    ・送信者不明のメールや知らない者からのメールが来た場合は速やかに親 

      に報告すること 

    ・ルール違反や携帯電話の使用によって生活に支障が生じている場合には 

      携帯電話の利用を停止すること 

 

（出典：2006年12月、警察庁「バーチャル社会のもたらす 

弊害から子どもを守る研究会」報告書より）

 

【参考３】 フィルタリングの設定 

 

   フィルタリングとは、インターネット上のウェブサイト等に、一定の基準に基づきア

クセスできなくする機能のことです。子どもを犯罪や「ネット上のいじめ」から守るた

めには、携帯電話・ＰＨＳにフィルタリングを利用することも考えられます。 

   フィルタリングについては、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる

環境の整備等に関する法律」において、１８歳未満の青少年が利用する携帯電話・ＰＨ

Ｓについては、フィルタリングを利用する（保護者がフィルタリングを利用しないこと

を申し出た場合を除く）ことが規定されました。なお、現在フィルタリングを利用して

いない場合でも、携帯電話・ＰＨＳ事業者に申し込んだ場合、フィルタリングの利用（

無料）が可能です。 
 

  フィルタリングには、次の二種類があります。 

① ホワイトリスト方式 

   子どもにとって安全で有益と思われるウェブサイトのリストを作り、これらのウェ

ブサイト以外は利用できなくなる方式。 
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② ブラックリスト方式 

     有害なウェブサイトのリストを作り、これらのウェブサイトを利用できなくなる方

式。 

子どもの年齢や、利用実態を踏まえた、適切なフィルタリングを選択する必要があ

ります。 
 

※ しかしながら、フィルタリングを利用したからといって、すべての「ネット上の

いじめ」や違法・有害情報から、子どもたちを守れるわけではありません。「ネッ

ト上のいじめ」から子どもたちを守るためには、何よりも、家庭や地域・学校にお

いて、日頃から子どもたちを見守ることが大事だということを認識する必要があり

ます。 
 

 

【参考４】e-ネットキャラバン 

 

   文部科学省、総務省が通信関係団体等と連携して、主に保護者や教職員と対象とし

たインターネットの安全・安心な利用に向けた啓発のための講座を、全国47都道府県

で実施しています。 

   詳細・申込みについては、e-ネットキャラバン運営協議会事務局にお問い合わせく

ださい。 

e-ネットキャラバン運営協議会事務局 

〒１０５－０００１        

東京都港区虎ノ門3－22－1   

秀和第二芝公園三丁目ビル ２F  
（財）マルチメディア振興センター内

http://www.fmmc.or.jp/e-netcaravan/index.html

 

【参考５】サイバーセキュリティカレッジ 

 

   「サイバーセキュリティカレッジ」とは、各都道府県警察が、｢サイバー犯罪対策」

等に関する講演等に警察職員等を無料で派遣するものです。要請があれば、各学校に

も講師を派遣してもらえます。詳細については、各都道府県警察にお問い合わせくだ

さい。 
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【参考６】インターネット安全教室 

  

 警察庁、文部科学省及び都道府県警察の協力の下、経済産業省が NPO 法人日本ネッ

トワークセキュリティ協会や全国各地の関係団体等と連携して、家庭や学校からイン

ターネットにアクセスする一般の利用者を対象に、インターネット上の有害情報を含

む情報セキュリティに関する基礎知識を学習できるセミナーを全国各地で実施。 

 

（３）対応マニュアルの活用の在り方 

 

① 教育委員会における取組 

 都道府県や市町村教育委員会においては、「ネット上のいじめ」等に対して、

本マニュアルを参考にしながら、内容の追加等を行い、地域の実情に応じた対応

マニュアルを作成することが考えられます。 

 また、本マニュアル等の「ネット上のいじめ」に関する資料を活用しながら、

教職員を対象とした研修等を実施するなど、学校における「ネット上のいじめ」

に対する体制整備に向けた取組を行っていくことが必要です。 

 加えて、（２）で記述している保護者等への啓発について、青少年担当部局な

どの関係部局・機関と連携しながら、効果的な啓発活動を計画・実施していくこ

とも重要です。 

 

② 学校における取組 

 学校においては、本マニュアルや各都道府県等が作成している「ネット上のい

じめ」に関する対応マニュアルを活用し、既存の学校の危機管理マニュアルに、

「ネット上のいじめ」が生じた場合の対応について項目を追加することも考えら

れます。 

 また、「ネット上のいじめ」に対して、個々の教職員だけでなく、学校全体と

しての指導や対応を行っていく体制づくりが必要です。そのためには、校内研修

や会議等において、「ネット上のいじめ」について取り上げるなどして、子ども

たちの携帯電話の利用に関する実態について理解を深め、学校における指導方針

を明確化するとともに、本マニュアル等を活用して、「ネット上のいじめ」が生

じた場合の各学校における対応方法について、教職員の共通認識を図っていくこ

とが重要です。 
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【参考】 「ネットパトロール」 

 

 学校非公式サイトやブログ、プロフ等に、誹謗・中傷の書き込みが行われ、「ネ

ット上のいじめ」等が起こっていないか、チェックすることを「ネットパトロー

ル」と呼んでいます。「ネット上のいじめ」の早期発見・早期対応につなげるた

め、今後、ネットパトロールをどのように行っていくのか、体制を整えていくこ

とも課題です。 

 

 教育委員会や学校が、民間企業等から携帯電話の貸与を受けて「ネットパトロ

ール」を行っている例、外部に委託している情報教育アドバイザー等に任意で「ネ

ットパトロール」に協力してもらっている例、学校の生徒指導担当教諭がネット

上の学校非公式サイト等を毎日チェックしている例など、各学校や地域によっ

て、様々な取組が行われています。今後は、地域ボランティアや PTA などと連携

しながら、「ネットパトロール」の体制を整えていくことも考えられます。 

また、「ネットパトロール」は「ネット上のいじめ」への対応だけでなく、有

害情報対策などにも有効であり、これらをインターネット上の問題全般と併せて

考えていくことも必要となってきます。 
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参考資料 

 

 

ここでは、「ネット上のいじめ」に関する理解を深め、トラブルへの対応を円滑に

行うとともに、情報モラル教育の充実や、保護者等への啓発に役立つ資料を掲載して

います。 

 

（１） 相談窓口 

① 掲示板等への誹謗・中傷の書き込みの削除依頼をしても問題が解決しない場

合などは、警察や法務局・地方法務局に相談することが考えらます。 

 

 【都道府県警察相談窓口】 

   警察の相談窓口については、それぞれの学校において把握されているところだ

と思います。警察の相談窓口がわからない学校については、教育委員会に問い合

わせるといいでしょう。 

 

【法務局・地方法務局窓口】 

行政機関名 電話番号（代表及び内線） 

札幌法務局 011-709-2311 

函館地方法務局 0138-26-5686 

旭川地方法務局 0166-38-1169 

釧路地方法務局 0154-31-5014 

仙台法務局 022-225-5611 

青森地方法務局 017-776-9025 

盛岡地方法務局 019-624-9859 

秋田地方法務局 018-862-6533 

山形地方法務局 023-625-1363 

福島地方法務局 024-534-2021 

東京法務局 03-5213-1372 

水戸地方法務局 029-227-9920 

宇都宮地方法務局 028-623-0926 

前橋地方法務局 027-221-4446 

さいたま地方法務局 048-863-9589 

千葉地方法務局 043-302-1320 

横浜地方法務局 045-641-7926 

新潟地方法務局 025-222-1564 
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甲府地方法務局 055-252-7239 

長野地方法務局 026-235-6634 

静岡地方法務局 054-254-3555 

名古屋法務局 052-952-8111 

富山地方法務局 076-441-0866 

金沢地方法務局 076-231-1247 

福井地方法務局 0776-22-5141 

岐阜地方法務局 058-245-3181 

津地方法務局 059-228-4711 

大阪法務局 06-6942-9496 

大津地方法務局 077-522-4673 

京都地方法務局 075-231-0131 

神戸地方法務局 078-392-1821 

奈良地方法務局 0742-23-5457 

和歌山地方法務局 073-422-5131 

広島法務局 082-228-5792 

鳥取地方法務局 0857-22-2475 

松江地方法務局 0852-32-4260 

岡山地方法務局 086-224-5761 

山口地方法務局 083-922-2295 

高松法務局 087-815-5311 

徳島地方法務局 088-622-4171 

松山地方法務局 089-932-0888 

高知地方法務局 088-822-3331 

福岡法務局 092-721-9166 

佐賀地方法務局 0952-26-2148 

長崎地方法務局 095-826-8127 

熊本地方法務局 096-364-2145 

大分地方法務局 097-532-3161 

宮崎地方法務局 0985-22-5124 

鹿児島地方法務局 099-259-0684 

那覇地方法務局 098-854-1215 
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 ②  財団法人やＮＰＯなどの団体においても、「ネット上のいじめ」の問題やそ

の他ネット上のトラブルへの取組などを行っています。これらの団体からも、

対応のアドバイスなどをもらうことができます。 

   

団体名 相談業務等の概要 ウェブサイト 

財団法人インタ

ーネット協会 

インターネットに係わる様々なトラブル、

インターネット掲示板の誹謗・中傷、ネッ

ト詐欺、など）についての相談窓口を照会

する。 

http://www.iajapan.

org/ 

財団法人日本デ

ータ通信協会 

「迷惑メール相談センター」においてチェ

ーンメールなど、迷惑メールの相談、その

対処方法に関する情報提供等の活動を実施 

http://www.dekyo.or

.jp/ 

全国 web カウン

セリング協議会

ネットいじめ対応アドバイザーの養成や、

インターネット上の誹謗・中傷などの相談

を受け付けている。 

http://www.web-mind

.jp/ 

社団法人日本消

費者アドバイザ

ー・コンサルタ

ント協会 

「NACS トラブルなんでも 110 番」の電話相

談を実施し、相談事案の内容を分析の上、

関係機関・業界・消費者に提言・要望・啓

発を実施 

http://www.nacs.or.

jp/ 

有限責任中間法

人ＥＣネットワ

ーク 

「インターネット詐欺対策集」等の提供の

ほか、インターネット上の取引に係る一般

消費者からの相談受付を実施。 

http://www.ecnetwor

k.jp/ 

ＮＰＯ法人ネッ

トワークセキュ

リティ協会 

「インターネット安全教室」の開催等、情

報セキュリティに関する知識の普及・啓発

活動を実施。 

http://www.jnsa.org

/caravan/index.html

財団法人コンピ

ュータ教育開発

センター 

「ネット社会の歩き方」等、インターネッ

トを安全に使用するための教材を提供。 

http://www.cec.or.j

p/CEC/ 
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（２）関係データ 

  ① 「ネット上のいじめ」等の実態に関する調査 

 

 調査の名称 内容の概要 作成者 

１ 

児童生徒の問題行動等生徒指導

上の諸問題に関する調査 
http://www.mext.go.jp/b_menu

/houdou/19/11/07110710.htm 

 

児童生徒の問題行動等について、

文部科学省が毎年実施している調

査。 

平成１８年度の調査結果では、「パ

ソコンや携帯電話等で、誹謗･中傷や

嫌なことをされる」は 4,883 件（3.9

パーセント）という結果が出ている。 

文部科学省 

２ 

学校非公式サイトに関する調査

http://www.mext.go.jp/b_menu

/houdou/20/04/08041805.htm 

 

中高生のインターネットコンテン

ツの利用実態を把握するために行っ

た、学校非公式サイト数、書き込み

内容を調査（平成２０年４月取りま

とめ）。 

文部科学省 

３ 

第 5 回情報社会と青少年に関す

る意識調査 

http://www8.cao.go.jp/youth/

kenkyu.htm 

 

携帯電話やインターネットを始め

とするメディア利用に関する青少年

の意識と青少年のメディア利用に関

する保護者の意識等を調査（平成１

９年１２月取りまとめ）。 

内閣府 

４ 

「バーチャル社会のもたらす弊

害 から子どもを守るために」 
http://www.npa.go.jp/safetyl

ife/syonen29/Virtual.htm 

 バーチャル社会のもたらす弊害や

対策の現状及び問題点、今後の取組の

強化に向けての方向性等について取

りまとめ。 

バーチャル

社会のもた

らす弊害か

ら子どもを

守る研究会 

５ 

子どもとメディアに関する意識

調査 調査結果報告書 

http://www.nrsquare.com/pta/

book_kodomotomedia_h20/ 

 

子どもを取り巻く社会生活、情報

通信社会を生きる子どもとコミュニ

ケーション及び子どもの学びの方法

の変化について考えるための調査。

平成１９年度調査に関しては、子ど

もの社会生活上欠かすことができな

くなっている携帯電話・PHS、パソコ

ンによるインターネットの利用実態

についての調査項目を増やした。 

日本 PTA 全

国協議会 

６ 

学校裏サイトリンク集 

http://www.web-mind.jp/gus/ 

「学校裏サイト」のアドレスをデ

ータベース化。教育関係者限定で公

開している。 

全国 web カ

ウンセリン

グ協議会 
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  ② 啓発パンフレット等 

 

文部科学省では、以下の１～３の啓発パンフレット等を各学校等に配布し

てきました。文部科学省のウェブサイトからもダウンロードできますので、

児童生徒への指導や、保護者等への啓発に活用してください。 

また、各省庁や、関係団体においても、資料を作成しています。学校の実

態に応じ、また、児童生徒への指導や保護者等への啓発、教職員の研修等の

内容によって、これらを有効に活用しましょう。 

 

 名称 内容の概要 作成者 

１ 

ちょっと待って、ケータイ 

http://www.mext.go.jp/b

_menu/houdou/20/02/0802

1817.htm 

 

携帯電話のインターネット利用に際

しての留意点やトラブル・犯罪被害の事

例、その対応方法のアドバイスなどを盛

り込んだリーフレット。全国約１２０万

人の小学６年生全員に配布。 

文部科学省 

２ 

ちょっと待って、ケータイ 

ＤＶＤ 

http://www.elnet.go.jp/

elnet_docs/keitai-dvd.h

tm 

携帯電話のインターネット利用に際

してのトラブル・犯罪被害の４つの事例

を子どもの目線と保護者の目線の両方

の視点から作成。全国の市区町村教育委

員会に配布。 

文部科学省 

３ 

お父さん！お母さん！お

子さんのケータイ・ネット

の利用は大丈夫ですか？ 

http://www.mext.go.jp/b

_menu/shingi/chousa/sho

tou/040/toushin2/071227

.pdf 

「子どもを守り育てる体制づくりの

ための有識者会議」が平成１９年１２月

に行った取りまとめ。特に保護者に向け

て、「ネット上のいじめ」の防止に向け

て早急に取り組むべき点として、「『ネ

ット上のいじめ』問題に対する４つの呼

びかけ」を行った。 

文部科学省 

４ 

『ネット上のいじめ』から

子どもたちを守るために

－見直そう！ケータイ・ネ

ットの利用のあり方を－ 

http://www.mext.go.jp/b

_menu/houdou/20/06/0806

1612/002.htm 

「子どもを守り育てる体制づくりの

ための有識者会議」が平成２０年６月に

行った取りまとめ（第２次）。平成１９

年１２月の提案を踏まえ、「ネット上の

いじめ」の防止に向けての有効な取組に

ついて提案した。 

文部科学省 

５ 

サイバー犯罪防止で、あん

しんネットライフ 

http://www.npa.go.jp/cy

ber/pamphlet/index.html 

国民にインターネットを利用する上

では、サイバー犯罪が身近な犯罪である

こと、被害に遭わないための対策を説明

するリーフレット 

（財）社会安

全研究財団 

６ 

知ってますか？フィルタ

リング お子さんを犯罪

被害から守るために 

子どもたちを違法情報・有害情報から

守るために有効な対策である「フィルタ

リング」について紹介したパンフレッ

警察庁 
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http://www.npa.go.jp/cy

ber/pamphlet/index.html 

ト。 

７ 

「フィルタリング」で有害

サイトから子どもを守ろ

う 

 

子どもたちを有害サイトから守るた

めのツールである「フィルタリング」に

ついて紹介したパンフレット 

警察庁・総務

省・経済産業

省 

８ 

インターネット、携帯電話

の安心・安全な使い方 ～

ネット社会の７つの常識

～ 

http://www.fmmc.or.jp/e

-netcaravan/pdf/080303s

afety_teacher.pdf 

インターネットを安心、安全に使うた

めに知っておくべきネット社会の常識

を７つにまとめたもの。 

e-ネットキ

ャラバン運

営協議会 

９ 

これだけは知っておきた

い！インターネット安全

教室 

http://www.jnsa.org/car

avan/ 

インターネットを利用する者が身に

つけるべき基本的な情報セキュリティ

知識、マナー等について紹介した普及広

報用教材 

経済産業省 

10 

撃退！チェーンメール 

http://www.dekyo.or.jp/

soudan/chain/image/chai

nbook0806.pdf 

チェーンメールについて、特徴、実例、

対処法等を紹介した小冊子。チェーンメ

ールに関する相談は同協会の「迷惑メー

ル相談センター」において受け付けてい

る。 

（財）日本デ

ータ通信協

会 

 

 

 

 

  ③ 教員向け指導資料等 

 

  名称 内容の概要 作成者 

１ 

「情報モラル」指導モデルカ

リキュラム 

http://www.mext.go.jp/b_me

nu/houdou/19/05/07052403.h

tm 

情報モラル教育を体系的に推進するた

め、指導内容を５つの分類に整理し、児童

生徒の発達段階に応じて指導目標を設定

している。 

文部科学

省 

２ 

「情報モラル」指導実践ガイ

ドブック・啓発パンフレット

http://kayoo.info/moral-gu

idebook-2007/kickoff/pdf/2

008pumf.pdf 

「情報モラル」指導モデルカリキュラム

の解説や指導実践例などの紹介。 

文部科学

省 
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３ 

情報モラル指導ポータルサイ

ト～やってみよう 情報モラ

ル教育～ 

http://kayoo.info/moral-gu

idebook-2007/ 

情報モラル指導事例（２００事例）や情

報モラル関連コンテンツ等を紹介する教

員向け Web サイト。 

文部科学

省 

４ 

ネット社会の歩き方 

http://www.cec.or.jp/net-w

alk/ 

学校や家庭で、先生や保護者の方々が子

どもと一緒に使える学習教材を集めたサ

イト 

財団法人

コンピュ

ータ教育

開発セン

ター 

 

 

 

（３）関係法令等 

 

「ネット上のいじめ」等に関する関係法令・通知等を整理しました。また、抜粋

等を掲載しています。 

 

 法令等名称 内容の概要 頁

１ 
刑法 犯罪とそれに対する刑罰を定める法律（明治４０年

法律第４５号）。 

32

頁

２ 

特定電気通信役務提供者

の損害賠償責任の制限及

び発信者情報の開示に関

する法律（平成１３年法

律第１３７号）（いわゆ

る「プロバイダ責任制限

法」） 

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限

と発信情報の開示を請求する権利について定めた

法律。 

○特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限 

ウェブサイト、電子掲示板など、不特定の者によ

って受信されることを目的とする電気通信によっ

て情報が流通し、そのため権利侵害が起きた場合

に、特定電気通信役務提供者（プロバイダの管理人、

電子掲示板の管理人など）が損害賠償責任を免除さ

れる条件を定めている。 

○発信情報の開示を請求する権利 

ウェブサイト、電子掲示板など、不特定の者によ

って受信されることを目的とする電気通信によっ

て情報が流通し、そのため権利を害された者が、特

定電気通信役務提供者（プロバイダの管理人、電子

掲示板の管理人など）に対して、権利侵害に関係す

る情報を発信した者の情報の開示を求めることが

できる条件を定めている。 

33

頁

３ 
青少年が安全に安心して

インターネットを利用で

青少年が安全に安心してインターネットを利用

できるよう、インターネットを適切に活用する能力

35

頁
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きる環境の整備等に関す

る法律（平成２０年法律第

７９号）（いわゆる「青少

年インターネット環境整

備法」） 

の習得に必要な措置及び青少年有害情報を閲覧す

る機会をできるだけ少なくするための措置を定め

た法律。 

○携帯電話会社のフィルタリングサービスの提供 

保護者が利用しない旨を申し出ない限り、携帯電

話・ＰＨＳ会社は、携帯電話インターネット接続役

務を提供する青少年（１８歳未満）青少年有害情報

フィルタリングサービスを提供することを義務づ

けている。 

○フィルタリングソフトウェア、フィルタリングサ

ービスの提供義務 

プロバイダに対し、利用者の求めがあれば青少年

有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年

有害情報フィルタリングサービスを原則として提

供することを義務付けている。また、パソコンなど

インターネットと接続する機器を製造するメーカ

ーに対して、フィルタリングソフト又はフィルタリ

ングサービスの利用を容易にする措置を講じた上

での販売を義務付けている。 

４ 

インターネット異性紹介

事業を利用して児童を誘

引する行為の規制等に関

する法律（平成１５年第

８３号）（いわゆる「出

会い系サイト規制法」） 

インターネット異性紹介事業（以下「出会い系サ

イト」という。）を利用して児童（18 歳未満）を性

交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止

するとともに、出会い系サイトについて必要な規制

を行うことにより、出会い系サイトの利用に起因す

る児童買春その他の犯罪から児童を保護し、児童の

健全な育成に資することを目的とする法律。 

○保護者等の責務 

児童の保護者等は、児童の使用する携帯電話やパ

ソコンについて、出会い系サイトについてのフィル

タリングを利用すること等に努めなければならな

いこととされている。 

○児童に係る誘引の禁止 

何人も出会い系サイトを利用して児童を対象と

する次の行為をしてはならないこととされている

（違反した者は 100 万円以下の罰金）。 

・ 性交等の相手方となるように誘うこと 

・ 対償を示して異性交際の相手方となるように

誘うこと 

さらに、「性交等」や「対償」を示さない誘引で

あっても、児童に係る誘引（児童が異性を誘うこと、

又は大人が異性の児童を誘うこと）であれば禁止さ

39

頁

 29
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れる（平成 20 年 12 月５日までに施行）。 

○出会い系サイトに対する規制 

出会い系サイト事業者に対し、例えば次のような

措置が義務づけられている。 

・ 児童による出会い系サイトの利用の禁止の明

示 

・ 利用者が児童でないことの確認 

・ 児童に係る誘引の書き込みの削除（平成 20
年 12 月５日までに施行） 

５ 

小学校学習指導要領 

中学校学習指導要領 

高等学校学習指導要領 

小学校の「新学習指導要領」では、総則において

新たに「情報モラルを身に付ける」ことが規定され

た。また、道徳の時間の中で情報モラルの指導に留

意すべきことや、総合的な学習の時間において、情

報に関する学習が行われることを念頭に問題解決

的な学習や探究活動を通して、情報を受信し、収

集・整理・発信したり、情報が日常生活に与える影

響を考えたりするなどの学習活動が行われるよう

にすることが明記された。 

 中学校の新学習指導要領では、小学校と同様に総

則において、「情報モラルを身に付ける」ことが新

たに規定されるとともに、道徳の時間の中で情報モ

ラルの指導に留意すべきことが明記された。また、

技術・家庭科の技術分野で、情報社会における情報

通信ネットワークの利活用とその中で欠くことの

できない情報モラルに関する指導を重視すること

とされた。 

  高等学校については、中央教育審議会答申（平成

２０年１月１７日）において、情報を適切に活用す

る上で必要とされる倫理的態度、安全に配慮する態

度等の育成について、情報モラル、知的財産の保護、

情報安全等に対する実践的な態度をはぐくむ指導

を重視することが提言され、現在、学習指導要領の

改訂作業を進めている。 

41

・

42

頁

６ 

「子どもの携帯電話等に

おけるフィルタリングの

普及促進のための啓発活

動について」（通知） 

子どもが出会い系サイト等に携帯電話等を通じ

てアクセスし、トラブルや犯罪に遭う被害が依然と

して多発していることから、啓発活動に取り組んで

いただくことを依頼するために平成２０年３月に

発出した通知。この通知では、保護者のフィルタリ

ングに対する理解を深めるとともに、子どもの犯罪

被害防止を図るという観点からフィルタリングの

更なる普及促進を図ることや、インターネット上の

43

頁
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有害情報に関する理解を深めることが必要不可欠

であり、保護者がこれらを十分に理解し子どもに接

することが出来るよう啓発に努めることをお願い

している。 

７ 

「児童生徒が利用する携

帯電話等をめぐる問題へ

の取組の徹底について」

（通知） 

子どもたちをめぐる「ネット上のいじめ」等の問

題に対して、教育委員会や学校における取組をさら

に推進するため、平成２０年７月に発出した通知。

この通知では、特に、学校における携帯電話の取扱

いについて、各学校や地域の実態に応じて、学校に

おける方針を明確化し、児童生徒に対する指導の徹

底を行うことをお願いしている。 

45

頁
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○刑法（抄）（明治四十年法律第四十五号） 
 
（脅迫）  

第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、

二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。  

２  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と

同様とする。  

 

（強要）  

第二百二十三条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴

行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処

する。  

２  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないこ

とを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。  

３  前二項の罪の未遂は、罰する。  

 
第二百二十四～二百二十九条 （略） 

 
（名誉毀損）  

第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年

以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。  

２  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。  

 
（侮辱）  

第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。  

 
第二百三十二条 （略） 

 
（信用毀損及び業務妨害）  

第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害

した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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○特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する

法律（抄）（平成十三年法律第百三十七号） 
 

（趣旨）  

第一条 この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特

定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき

定めるものとする。 

 

第二条  （略） 

 

（損害賠償責任の制限）  

第三条  特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信

の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下この項において「関係役

務提供者」という。）は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対

する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当

するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した

情報の発信者である場合は、この限りでない。  

一  当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害され

ていることを知っていたとき。  

二  当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当

該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができた

と認めるに足りる相当の理由があるとき。  

２  特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合にお

いて、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情

報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であ

って、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。  

一  当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が

不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。  

二  特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、当該権利を侵

害したとする情報（以下「侵害情報」という。）、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする

理由（以下この号において「侵害情報等」という。）を示して当該特定電気通信役務提供者に対し

侵害情報の送信を防止する措置（以下この号において「送信防止措置」という。）を講ずるよう申出

があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報

等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発

信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずるこ

とに同意しない旨の申出がなかったとき。 
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（発信者情報の開示請求等）  

第四条  特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号の

いずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定

電気通信役務提供者（以下「開示関係役務提供者」という。）に対し、当該開示関係役務提供者が保

有する当該権利の侵害に係る発信者情報（氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する

情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。）の開示を請求することができる。  

一  侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであると

き。  

二  当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場

合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。  

２  開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る

侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するか

どうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。  

３  第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に

当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。  

４  開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求を

した者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じな

い。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、

この限りでない。 
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○青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法

律（抄）（平成二十年法律第七十九号） 
 
（目的）  

第一条  この法律は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通している状況にかんがみ、青

少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に必要な措置を講ずるとともに、青少年有害情報

フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及その他の青少年がインターネットを利用して

青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための措置等を講ずることにより、青少年が

安全に安心してインターネットを利用できるようにして、青少年の権利の擁護に資することを目的とす

る。  
第二・三条 （略） 

 
（国及び地方公共団体の責務）  

第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、青少年が安全に安心してインターネット

を利用することができるようにするための施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

 

（関係事業者の責務）  

第五条  青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者は、その事業の特性に応じ、青少年

がインターネットを利用して青少年有害情報の閲覧をする機会をできるだけ少なくするための措置を

講ずるとともに、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に資するための措置を講ずる

よう努めるものとする。  

 

（保護者の責務）  

第六条  保護者は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通していることを認識し、自らの

教育方針及び青少年の発達段階に応じ、その保護する青少年について、インターネットの利用の状

況を適切に把握するとともに、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用その他の方法により

インターネットの利用を適切に管理し、及びその青少年のインターネットを適切に活用する能力の習

得の促進に努めるものとする。  

２  保護者は、携帯電話端末及びＰＨＳ端末からのインターネットの利用が不適切に行われた場合に

は、青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じることに特に留意するものとする。  

 

（連携協力体制の整備）  

第七条  国及び地方公共団体は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするため

の施策を講ずるに当たり、関係機関、青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者及び関

係する活動を行う民間団体相互間の連携協力体制の整備に努めるものとする。  

第八～十二条 （略） 
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（インターネットの適切な利用に関する教育の推進等）  

第十三条  国及び地方公共団体は、青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得することが

できるよう、学校教育、社会教育及び家庭教育におけるインターネットの適切な利用に関する教育の

推進に必要な施策を講ずるものとする。  

２  国及び地方公共団体は、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得のための効果的な

手法の開発及び普及を促進するため、研究の支援、情報の収集及び提供その他の必要な施策を講

ずるものとする。  

 

（家庭における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及）  

第十四条  国及び地方公共団体は、家庭において青少年によりインターネットが利用される場合にお

ける青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及を図るため、必要な施策を講ずるもの

とする。  

 

（インターネットの適切な利用に関する広報啓発）  

第十五条  前二条に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、青少年の健全な成長に資するため、

青少年有害情報フィルタリングソフトウェアによる青少年有害情報の閲覧の制限等のインターネット

の適切な利用に関する事項について、広報その他の啓発活動を行うものとする。  

 

（関係者の努力義務）  

第十六条  青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者その他の関係者は、その事業等の

特性に応じ、インターネットを利用する際における青少年のインターネットを適切に活用する能力の習

得のための学習の機会の提供、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及のための

活動その他の啓発活動を行うよう努めるものとする。  

 

（携帯電話インターネット接続役務提供事業者の青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務）  

第十七条  携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、携帯電話インターネット接続役務を提供

する契約の相手方又は携帯電話端末若しくはＰＨＳ端末の使用者が青少年である場合には、青少年

有害情報フィルタリングサービスの利用を条件として、携帯電話インターネット接続役務を提供しなけ

ればならない。ただし、その青少年の保護者が、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しな

い旨の申出をした場合は、この限りでない。  

２  携帯電話端末又はＰＨＳ端末をその保護する青少年に使用させるために携帯電話インターネット接

続役務の提供を受ける契約を締結しようとする保護者は、当該契約の締結に当たり、携帯電話インタ

ーネット接続役務提供事業者に対しその旨を申し出なければならない。  

 

（インターネット接続役務提供事業者の義務）  

第十八条  インターネット接続役務提供事業者は、インターネット接続役務の提供を受ける者から求め

られたときは、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービ



「ネット上のいじめ」に関する対応マニュアル・事例集（学校・教員向け）

 

 37

スを提供しなければならない。ただし、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な

場合として政令で定める場合は、この限りでない。  

 

（インターネットと接続する機能を有する機器の製造事業者の義務）  

第十九条  インターネットと接続する機能を有する機器であって青少年により使用されるもの（携帯電

話端末及びＰＨＳ端末を除く。）を製造する事業者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを組

み込むことその他の方法により青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィ

ルタリングサービスの利用を容易にする措置を講じた上で、当該機器を販売しなければならない。た

だし、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合として政令で定める場合は、

この限りでない。  

 

（青少年有害情報フィルタリングソフトウェア開発事業者等の努力義務）  

第二十条  青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者及び青少年有害情報フィルタ

リングサービスを提供する事業者は、青少年有害情報であって閲覧が制限されないものをできるだ

け少なくするとともに、次に掲げる事項に配慮して青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発し、

又は青少年有害情報フィルタリングサービスを提供するよう努めなければならない。  

一  閲覧の制限を行う情報を、青少年の発達段階及び利用者の選択に応じ、きめ細かく設定できる

ようにすること。  

二  閲覧の制限を行う必要がない情報について閲覧の制限が行われることをできるだけ少なくする

こと。  

２  前項に定めるもののほか、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者及び青少

年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者は、その開発する青少年有害情報フィルタリン

グソフトウェア又はその提供する青少年有害情報フィルタリングサービスについて、その性能及び利

便性の向上に努めなければならない。  

 

（青少年有害情報の発信が行われた場合における特定サーバー管理者の努力義務）  

第二十一条  特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して他人により青少年有害

情報の発信が行われたことを知ったとき又は自ら青少年有害情報の発信を行おうとするときは、当

該青少年有害情報について、インターネットを利用して青少年による閲覧ができないようにするため

の措置（以下「青少年閲覧防止措置」という。）をとるよう努めなければならない。  

 

（青少年有害情報についての国民からの連絡の受付体制の整備）  

第二十二条  特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して発信が行われた青少年

有害情報について、国民からの連絡を受け付けるための体制を整備するよう努めなければならな

い。  
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（青少年閲覧防止措置に関する記録の作成及び保存）  

第二十三条  特定サーバー管理者は、青少年閲覧防止措置をとったときは、当該青少年閲覧防止措

置に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。 



「ネット上のいじめ」に関する対応マニュアル・事例集（学校・教員向け）

 

○インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法

律（抄）（平成十五年法律第八十三号） 
（平成 20 年６月に公布された改正法の改正部分については、同年 12 月５日までに順次施行。） 
 
（目的）  

第一条  この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引す

る行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行うこと等により、イン

ターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健

全な育成に資することを目的とする。  

第二条  （略） 

 
（インターネット異性紹介事業者等の責務）  

第三条  インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律その他

の法令の規定を遵守するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努めなけれ

ばならない。  

２  インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務（電気通信事業法第二条第三号に規定する電気

通信役務をいう。）を提供する事業者（次項において「役務提供事業者」という。）は、児童の使用に係る

通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動

利用制限（電気通信を自動的に選別して制限することをいう。以下この項及び次条において同じ。）を行

う役務又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを提供することその他の措置

により児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。  

３  前二項に定めるもののほか、インターネット異性紹介事業者及び役務提供事業者は、児童の健全な

育成に配慮するよう努めなければならない。  

 

（保護者の責務）  

第四条  児童の保護者（親権を行う者又は後見人をいう。）は、児童の使用に係る通信端末機器による電

気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限を行う役務又

は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを利用することその他の児童によるイ

ンターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

 

（国及び地方公共団体の責務）  

第五条  国及び地方公共団体は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に関する国民の

理解を深めるための教育及び啓発に努めるとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の

防止に資する技術の開発及び普及を推進するよう努めるものとする。  

２  国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行うインタ

ーネット異性紹介事業に係る活動であって、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための

ものが促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。 

第六条  何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為（以下「禁止誘引行為」とい

う。）をしてはならない。  

一  児童を性交等（性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の

性器等（性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。）を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせること

をいう。以下同じ。）の相手方となるように誘引すること。  
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二  人（児童を除く。第五号において同じ。）を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。  

三  対償を供与することを示して、児童を異性交際（性交等を除く。次号において同じ。）の相手方とな

るように誘引すること。  

四  対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。  

五  前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異

性交際の相手方となるように誘引すること。  
第七～十条 （略） 

 
（児童でないことの確認）  

第十一条  インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところに

より、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。ただし、第二

号に掲げる場合にあっては、第一号に規定する異性交際希望者が当該インターネット異性紹介事業者

の行う氏名、年齢その他の本人を特定する事項の確認（国家公安委員会規則で定める方法により行う

ものに限る。）を受けているときは、この限りでない。  

一  異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲

覧することができる状態に置いて、これに伝達するとき。  

二  他の異性交際希望者の求めに応じ、前号に規定する異性交際希望者からの異性交際に関する情

報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、当該他の異性交際希望者

に伝達するとき。  

三  前二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者が、電子メ

ールその他の電気通信を利用して、当該情報に係る第一号に規定する異性交際希望者と連絡するこ

とができるようにするとき。  

四  第一号に規定する異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、第一号又は第

二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者と連絡することが

できるようにするとき。  

 

（児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置）  

第十二条  インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して禁止誘引

行為が行われていることを知ったときは、速やかに、当該禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報を

インターネットを利用して公衆が閲覧することができないようにするための措置をとらなければならない。  

２  前項に定めるもののほか、インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を

利用して行われる禁止誘引行為その他の児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措

置を講ずるよう努めなければならない。 

 
（指示）  

第十三条  インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律若しく

はこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該違反行為が児童

の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該違反行為が行われた時における当該

インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹

介事業者に対し、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができ

る。 
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新学習指導要領の内容（情報教育関連の主なもの） 

 

 

－小学校－ 

 

 

 

■総則 

○指導計画の作成等に当たっての配慮事項 

  各教科等の指導に当たっては、児童がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情

報手段に慣れ親しみ、コンピュータで文字を入力するなどの基本的な操作や情報モラル

を身に付け、適切に活用できるようにするための学習活動を充実するとともに、これらの

情報手段に加え視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。 

 

 

■道徳 

 

○指導に当たっての配慮事項 

  児童の発達の段階や特性等を考慮し、道徳の内容との関連を踏まえ、情報モラルに

関する指導に留意すること。 

 

 

■総合的な学習の時間 

 

○内容の取扱いについての配慮事項 

  情報に関する学習を行う際には、問題の解決や探究活動に取り組むことを通して、情

報を収集・整理・発信したり、情報が日常生活や社会に与える影響を考えたりするなど

の学習活動が行われるようにすること。 
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－中学校－ 

 

■総則 

 

○指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 

   各教科等の指導に当たっては，生徒が情報モラルを身に付け，コンピュータや情報通

信ネットワークなどの情報手段を適切かつ主体的、積極的に活用できるようにするため

の学習活動を充実するとともに，これらの情報手段に加え視聴覚教材や教育機器など

の教材・教 具の適切な活用を図ること。             

 

■技術・家庭 

 

〔技術分野〕 

 

Ｄ 情報に関する技術 

 

（１） 情報通信ネットワークと情報モラルについて、次の事項を指導する。 

ア コンピュータの構成と基本的な情報処理の仕組みを知ること。 

イ 情報通信ネットワークにおける基本的な情報利用の仕組みを知ること。 

ウ 著作権や発信した情報に対する責任を知り、情報モラルについて考えること。 

エ 情報に関する技術の適切な評価・活用について考えること。 

（２） ディジタル作品の設計・制作について、次の事項を指導する。 

ア メディアの特徴と利用方法を知り、制作品の設計ができること。 

イ 多様なメディアを複合し、表現や発信ができること。 

（４） プログラムによる計測・制御について、次の事項を指導する。 

ア コンピュータを利用した計測・制御の基本的な仕組みを知ること。             

     イ 情報処理の手順を考え、簡単なプログラムが作成できること。 

 

■道徳 

 

○指導計画の作成と内容の取扱い                               

  生徒の発達の段階や特性等を考慮し，道徳の内容との関連を踏まえて，情報モラル

に関する指導に留意すること。 
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総 行 情 第 ２ １ 号 

総 基 消 第 ５ ３ 号 
文 科 ス 第 ５ ９ ９ 号 

平成２０年３月２１日 

 

  各 都 道 府 県 知 事 

 情報政策担当課・市区町村担当課・ 

 私立学校主管課・青少年行政主管課扱い 

  各都道府県教育委員会教育長    殿 

 各指定都市教育委員会教育長 

  附属学校を置く各国立大学法人学長 

 

 

総務省大臣官房総括審議官 

 岡 崎  浩 巳 

 

総務省総合通信基盤局長 

 寺 﨑    明 

 

文部科学省スポーツ・青少年局長 

 樋 口  修 資 

 

 

   子どもの携帯電話等におけるフィルタリングの普及促進のための啓発活動 

   について(依頼） 

 

子どもの携帯電話におけるフィルタリングの普及促進については、昨年２月に通知

した「携帯電話におけるフィルタリングの普及促進について」により推進を依頼して

いるところです。その後、昨年 12 月の総務大臣による要請を受けて、各携帯電話事

業者等は、本年１月より順次、未成年者が携帯電話等の新規契約を行う場合は、各携

帯電話事業者等がフィルタリングサービスの利用を原則とした形で意思確認を行う

こととなりました。加えて、18 歳未満の既存契約者に対し、本年夏までにフィルタリ

ングサービスの利用を原則とした形で意思確認を行うなど、更なる導入促進に向けた

取組も始まっています。 

また、政府では、現在「青少年を有害情報環境から守るための国民運動」として、

政府や関係機関が国民レベルで様々な普及啓発活動に取り組んでいるところです。 

一方、子どもに携帯電話等を持たせる保護者のフィルタリングに関する理解や認識

が十分でないという点も指摘されており、今後は、保護者のフィルタリングに対する

理解を深めるとともに、子どもの犯罪被害防止を図るという観点から、フィルタリン
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グの更なる普及促進を図ることやインターネット上の有害情報に関する理解を一層

深めていただくことが必要不可欠です。 

 
そこで貴職におかれましては、 

・子どもが出会い系サイト等に携帯電話等を通じてアクセスし、トラブルや犯罪に

あう被害が依然として多発していること 

・犯罪と無関係と思われるウェブサイトでも、掲示板などのコミュニケーション機

能がある場合、お互いの連絡先等を交換して、出会い系サイトのように利用され、

子どもが犯罪に巻き込まれる可能性があり、また、実際に犯罪被害も生じている

こと 

・子どもを犯罪被害から守るためには携帯電話等にフィルタリングを利用すること

が有効であること 

・携帯電話等で利用できるフィルタリングには、ホワイトリスト方式とブラックリ

スト方式があり、子どもの年齢や利用実態を踏まえ、適切なフィルタリング方式

を選択する必要があること 

等について保護者も十分に理解し、子どもに接することができるよう、きめ細かな内

容を伝えることに留意し、学校関係者や保護者をはじめ住民に対する啓発活動に取り

組んでいただくとともに、管内の市区町村、市区町村教育委員会及び学校にも、周知

いただきますよう、お願いいたします。 

 なお、本件については、警察庁も、本日付けで、別紙「子どもの携帯電話等におけ

るフィルタリングの普及促進のための啓発活動について」を各都道府県警察の長に発

出しているので申し添えます。 

 

※ フィルタリングとは、インターネット上のウェブサイト等を一定の基準に基づき

アクセスできなくする機能のこと。 

 

参考資料：資料１ 携帯電話・ＰＨＳのフィルタリングの導入促進に向けた総務大臣

要請 

資料２ 保護者のみなさまへ 

資料３ ちょっと待って、ケータイ 

      資料４ e-ネットキャラバン パンフレット 

 

別紙：警察庁発出文「子どもの携帯電話等におけるフィルタリングの普及促進のため

の啓発活動について」 

 

 また、本通知文と別添資料は、総務省及び文部科学省のホームページに掲載してお

り、ダウンロードすることができます。 

  ・総務省ホームページ   http://www.soumu.go.jp/ 
 ・文部科学省ホームページ http://www.mext.go.jp/ 
 

【別添（略）】 
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２０文科初第４９号 

平成２０年７月２５日 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育長 

各指定都市教育委員会教育長 

各 都 道 府 県 知 事   殿 

各 指 定 都 市 長 

附属学校を置く各国立大学法人学長 

 

 

                            文部科学省初等中等教育局長 

金 森  越 哉 
 

（印影印刷） 

 
 

文部科学省スポーツ・青少年局長 

山 中  伸 一 
 

                 

（印影印刷） 

 
児童生徒が利用する携帯電話等をめぐる問題への取組の徹底について（通知） 

 

 児童生徒が、携帯電話のメールやインターネットを利用する機会は、近年急激に増

加してきており、それに伴い、インターネット上の学校非公式サイト（いわゆる「学

校裏サイト」）等を利用し、特定の児童生徒に対する誹謗・中傷が行われるなど、「ネ

ット上のいじめ」という新しい形のいじめの問題が生じています。また、児童生徒が

いわゆる出会い系サイト等のインターネット上の有害な情報に携帯電話からアクセ

スし、犯罪に巻き込まれる事件も相次いでいます。 

 このような中、今般策定された「教育振興基本計画」（平成２０年７月１日閣議決

定）においては、今後５年間に取り組むべき施策として、いじめ等に対する取組や青

少年を有害環境から守るための取組を推進していくこととされています（別添１）。

さらに、このたび取りまとめられた池坊文部科学副大臣主宰の「子どもを守り育てる

体制づくりのための有識者会議まとめ【第２次】」（平成２０年６月、別添２）にお

いては、携帯電話の利用実態の把握や保護者等への理解促進とともに、学校での携帯

電話の取扱いに関するルールを策定することが必要である等が提言されているとこ

ろです。 

 特に、学校における携帯電話の取扱いについては、一律に持ち込みを禁止している

場合や、条件付きで持ち込みを認めている場合など、多くの学校で地域の実態に応じ

て指針を策定し、それに基づいて既に指導を行って頂いていると承知しています。し
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かしながら、一部の学校においては、こうした指針が策定されておらず、学校として

の方針が明確になっていない場合も見受けられることから、学校における携帯電話の

取扱いに関する方針を明確化し、教職員及び保護者の間で共通理解を図り、児童生徒

への指導の充実をより一層図っていくことが必要です。 

 ついては、貴職におかれては、これら教育振興基本計画や関連する法令等（別添３）

の動向を踏まえつつ、下記１～５のそれぞれの事項に十分ご留意の上、関係部署、関

係機関と連携しつつ、携帯電話の利用の実態の把握、学校における携帯電話の取扱い

に関する方針の明確化、情報モラル教育の充実及び携帯電話等を通じた有害情報に関

する啓発活動等について、各地域の実情に応じて更なる取組の充実を図るようお願い

します。 

 なお、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教

育委員会等に対して、都道府県知事にあっては所轄の私立学校に対して、この趣旨に

ついて周知徹底を図るとともに、適切な対応がなされるよう御指導をお願いします。 

 

記 

 

１ 携帯電話等の利用の実態の把握について 

  児童生徒の携帯電話の利用をめぐっては、過度に携帯電話に依存している状況や

携帯電話を通じたいじめ・犯罪・被害に巻き込まれたりする問題が指摘されている

一方、いまだ保護者をはじめとする関係者の認識が十分ではないことも課題として

指摘されている。このため、各教育委員会等においては、個人情報の取り扱いに留

意しつつ、インターネットやメールの利用を中心に携帯電話の利用の実態を把握

し、その結果を踏まえて、教職員や保護者等が適切に対応することが必要である。

このため、各地域の実情を踏まえつつ、日頃より児童生徒の携帯電話等の利用の実

態の把握に努めること。 

 
   
２ 学校における携帯電話の取扱いに関する方針の明確化について 

 (1) 各学校及び教育委員会においては、学校における携帯電話の取扱いに関して、

以下の指針例を参考とし、児童生徒の発達段階を踏まえつつ、各学校や地域の実

態に応じて方針を明確化し、指針を作成するなどして、児童生徒及び保護者に周

知するとともに、児童生徒への指導を徹底すること。    

【指針例】 

① 発達段階を考慮し、小中学校においては、学校への児童生徒の携帯電話の

持ち込みについては、原則禁止とすること。 

② 児童生徒の通学時における安全等の観点等特別やむを得ない事情から、携

帯電話の学校への持ち込みが必要と判断される場合は、学校長の判断によ

り、例えば居場所確認や通話機能に限定した携帯電話の持ち込みを可能とす

ること。 

③ 学校への持ち込みを認める場合には、校内での使用を禁止したり、登校後

に学校で一時的に預かり、下校時に返却したりするなど、学校での教育活動

に支障がないように配慮すること。 
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 (2)  指針の作成及び実施にあたっては、あらかじめ保護者等への周知を行うなど、

学校の取組に対する理解を得て、協力体制を構築することが望ましいこと。 

 
 
３ 「ネット上のいじめ」等に関する取組の徹底について 

  「ネット上のいじめ」を含むいじめ等に対する取組については、教育振興基本計

画において、「未然防止、早期発見・早期対応につながる効果的な取組や関係機関

等と連携した取組、いじめられている児童生徒の立場に立った取組を促進する」と

しており、各学校及び教育委員会においても、「いじめの問題への取組の徹底につ

いて」（平成１８年１０月１９日付け１８文科初第７１１号初等中等教育局長通知）

を踏まえ、更なる取組の徹底を進めていくこと。 

なお、各学校等において、「ネット上のいじめ」問題への取組を進めるに当たっ

ては、「子どもを守り育てる体制づくりのための有識者会議まとめ【第２次】」に

おける提言を受け、国が、今後作成・配布することを予定している「対応マニュア

ル（例）」や「事例集」の活用なども考えられること。 

  
 
４ 学校における情報モラル教育の取組について  

  情報化の影の部分への対応として、他人への影響を考えて行動することや有害情

報への対応などの情報モラル教育をしっかりと教えることが重要であり、次の点に

留意して取り組むこと。 

 (1) 情報モラル教育については、学校全体で取り組むとともに、家庭との連携を図

りつつ、指導を行うことが必要であること。 

 (2) 新学習指導要領の実施も踏まえ、各教科等の指導の中で、小学校低学年から発

達段階に応じて情報モラルを取り扱うことが必要であること。 

 (3) 学校における情報モラルの指導に当たっては、文部科学省で作成した指導モデ

ルカリキュラムや指導事例を紹介する教員向けWebサイト等を活用することや、

子ども向けリーフレット（「ちょっと待って、ケータイ」）等を教材として利用

することが有効であること。また、「ネット上のいじめ」や学校裏サイト等の実

態等、児童生徒の携帯電話等の利用に関する最新の情報を入手して指導すること

が重要であること。 

  
 
５ 有害情報に関する啓発活動の推進について 

  特に携帯電話等を介して、児童生徒がインターネット上の有害情報に容易に接

し、被害に遭いやすい状況にある（別添４）。このような中、平成２０年６月１８

日に公布された「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備

等に関する法律」においては、国及び地方公共団体は、家庭における青少年有害情

報フィルタリングソフトウェアの利用の普及を図るため必要な施策を講じること

（第１４条）、インターネットの適切な利用に関する広報啓発等を行うこと（第１

５条）とされている。また、「子どもの携帯電話等におけるフィルタリングの普及

促進に向けた啓発活動について」（平成２０年３月２１日付け１９文科ス第５９９

号スポーツ・青少年局長等通知）においては、 
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 ・ 子どもが出会い系サイト等に携帯電話等を通じてアクセスし、トラブルや犯罪

にあう被害が依然として多発していること 

 ・ 犯罪と無関係と思われるウェブサイトでも、掲示板などのコミュニケーション

機能がある場合、お互いの連絡先等を交換して、出会い系サイトのように利用さ

れ、子どもが犯罪に巻き込まれる可能性があり、また、実際に犯罪被害も生じて

いること 

 ・ 子どもを犯罪被害から守るためには携帯電話等にフィルタリングを利用するこ

とが有効であること 

・ 携帯電話等で利用できるフィルタリングにはホワイトリスト方式とブラックリ

スト方式があり、子どもの年齢や利用実態を踏まえ適切なフィルタリングを選択

する必要があること 

 等について理解し得るようきめ細かな内容を伝えることに留意し、学校関係者や保

護者をはじめ住民に対する啓発活動に取り組んでいただくよう依頼したところで

ある。 

  今後は、これらの内容を踏まえ、保護者をはじめとする関係者に対し、入学式時

の保護者説明会など効果的な説明の機会を捉えて携帯電話等を通じた有害情報の

危険性や対応策についての啓発活動を行い、児童生徒が使用する携帯電話等におい

てフィルタリングが利用されるよう努めること。 

  その際、保護者や地域住民に対して、上記１．の調査結果についても併せて周知

したり、「e－ネットキャラバン（e－ネット安心講座通信業界キャラバン）」（平

成１９年１１月７日付け１９生参情第１８号生涯学習政策局参事官等通知）や「イ

ンターネット安全教室」（経済産業省が警察庁、NPO等と連携して実施）、「非行

防止教室、サイバーセキュリティカレッジ」（都道府県警察が実施）等を活用した

りするなど効率的・効果的な取組を推進すること。 
 
 
 

  【別添（略）】 
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【第２編 事例編】 
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１． 掲示板・ブログ・プロフでの「ネット上のいじめ」 

（１）掲示板・ブログ・プロフへの誹謗・中傷の書き込み 

① 中学校の事例１ 

 

・ あるサイトに作られたインターネット掲示板に、特定の生徒を誹謗・

中傷する内容が書き込まれた。その後、書き込み内容が徐々にエスカレ

ートするとともに被害生徒数も拡大していった。被害生徒の中には、事

実無根の内容にショックを受け、書き込みをした人物が特定できないこ

とも重なり、疑心暗鬼になって友人に心を開けなくなる生徒も現れた。

・ 部活動でＡ男の様子に元気がないことに気付いた顧問の教諭が本人に

事情を尋ねたところ、Ａ男は友人たちから書き込みの加害者として疑わ

れ、悩んでいると打ち明けられた。顧問の教諭は当該掲示板を調べたこ

とで、学校はこの事案を把握した。 

・ 近隣の複数の中学校に在籍する生徒の実名が掲示板に掲載されていた

ことから、学校では、近隣の中学校に対しても情報提供を行うとともに、

情報交換を行った。 

・ 学校では管理者に対して削除要請を行ったが、効果がなかったため、

掲示板を運営する運営会社に削除要請を行ったところ、「閲覧制限」の

措置がとられ、その後、書き込みは削除された。 

・ 学校では、本事案の内容を教材化し、道徳や学級活動の時間の指導に

活用するとともに、保護者に対しても、ＰＴＡ広報誌や学級懇談会を活

用した問題提起や協力依頼を行った。 

【事例のポイント】 

ⅰ）事案の概要 

― インターネット掲示板への誹謗・中傷の書き込み 

ⅱ）学校が把握したのは 

― 生徒の様子の変化に気付いた部活動担当教諭の問いかけ 

ⅲ）学校の対応（特徴） 

― 近隣の学校との情報交換 

ⅳ）削除の状況 

― 管理者及び運営会社に削除要請し、書き込みは閲覧制限の後削除 

ⅴ）加害生徒への対応 

― 加害生徒は特定できず 

ⅵ）全体へ指導 

― 本事案の内容を教材化し活用 

ⅶ）保護者との連携 

― ＰＴＡ広報誌や学級懇談会を利用した問題提供や協力依頼 

 51



「ネット上のいじめ」に関する対応マニュアル・事例集（学校・教員向け）

 

② 中学校の事例２ 

 

 

・ 中学３年の友人同士であるＡ男、Ｂ男、Ｃ男、Ｄ男の間で人間関係のト

ラブルが生じ、同じ時期にＡ男のプロフィールサイトに「ウザイ」「キモ

イ」などの書き込みがあった。 

・ 書き込みに気付いたＡ男が学級担任に相談したことで、学校は本事案を

把握した。 

・ 学校では、書き込み内容やＡ男の心当たりなどから、Ｂ男、Ｃ男、Ｄ男

の３名を特定し、各生徒から個別に事情を聞いたところ、３人は書き込み

をしたことを認めた。 

・ 学校では被害生徒、加害生徒双方の保護者と連絡をとり、Ａ男の保護者

に加害生徒が判明した事実と、加害生徒への指導を行うとともに、継続的

に様子を観察することを伝えた。加害生徒の保護者に対しては、学校での

指導内容を伝えるとともに、各家庭での指導についての協力を依頼した。

その上で、謝罪の場を設定し、加害生徒及びその保護者はＡ男とその保護

者に対して謝罪した。 

・ その後、学校では全校生徒及び希望する保護者を対象とした講演会を企

画し、警察の担当者を招いて「サイバー犯罪やネットいじめ、携帯いじめ」

と題する講演会を行った。 

 

 

【事例のポイント】 

ⅰ）事案の概要 

― プロフィールサイトへの誹謗・中傷の書き込み 

ⅱ）学校が把握したのは 

― 被害生徒が学級担任に相談 

ⅲ）学校の対応（特徴） 

― 被害生徒及び加害生徒の保護者への対応 

ⅳ）加害生徒への対応 

― 学校の聞き取り調査により加害生徒を特定 

ⅴ）全体への指導 

― 警察の担当者による講演会を開催（保護者の参加も可） 
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③ 中学校の事例３ 

 

 

・ 中学３年のＡ子と２年のＢ子は、町内で偶然出会って一緒に遊んだ際に、

再び遊ぶ約束をしたがすれ違いとなり、互いに快く思わないようになっ

た。やがて、Ｂ子はＡ子のブログを見つけ、友達と一緒になってＡ子を中

傷する書き込みを行った。 

・ これに気づいたＡ子は、別のブログにＢ子を中傷する書き込みを行った。

両者とも相手に対する憎しみが増幅し、徐々にエスカレートし、生徒たち

では解決できない状況となった。 

・ 困ったＡ子が養護教諭に相談して、学校はこの事案を把握した。 

・ 学校はＡ子、Ｂ子それぞれのグループごとに事実確認を行った上で、個々

の生徒に対する指導を行った。また、それぞれの保護者に対して、本事案

の経緯と学校での指導について説明、理解と協力を求めた。また、書き込

みの対象となったブログについて、保護者の責任で閉鎖するように求めた。

・ 学校では、関係する生徒への個別指導を終えた後で、全校集会を開催し

て、「ネット社会のルール」について指導を行った。 

 

 

【事例のポイント】 

ⅰ）事案の概要 

― ブログへの誹謗・中傷の書き込み 

ⅱ）学校が把握したのは 

― 被害生徒が養護教諭に相談 

ⅲ）学校の対応（特徴） 

― 関係する生徒への個別の聞き取り調査 

ⅳ）削除の状況 

― 保護者の責任でブログを閉鎖するよう要請し、ブログは閉鎖 

ⅴ）加害児童生徒への対応 

― 学校の聞き取り調査により加害者を特定 

ⅵ）全体への指導 

― 加害生徒への個別指導終了後、全校集会を開いて指導 
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④ 高等学校の事例 

 

 

・ 高校２年のＡ子は自分のブログに同じ高校に通う２年のＢ子のことを書

き込んだ。Ａ子にはＢ子を中傷する意図は全くなかったが、書き込みを見

たＢ子はショックを受け、欠席がちになった。 

・ Ｂ子の担任が欠席の理由について尋ねるうち、Ａ子のブログでの書き込

みが原因であることが分かった。 

・ その後、Ａ子はたまたま登校したＢ子と偶然出会い挨拶をしたが無視さ

れたため、そのことに腹を立て、自分のブログにＢ子を誹謗・中傷する書

き込みを行った。これを見たＢ子は更にショックを受け、以後、不登校状

態となった。 

・ 学校では、Ａ子から事情を聞き、本人が誹謗・中傷の書き込みを認めた

ので、削除をさせた。また、Ａ子及びその保護者を学校に呼び、校長が直

接指導と事情説明を行った。 

・ Ｂ子に対しては、担任や学年主任が中心となって家庭訪問を繰り返し、

心のケアを図るとともに、Ｂ子の精神的な安定が図られるよう支援を行っ

た。 

・ 学校では、時期を見て、全校生徒を対象にネット上の問題についての指

導を行うこととしている。 

 

 

【事例のポイント】 

ⅰ）事案の概要 

― ブログへの誹謗・中傷の書き込み 

ⅱ）学校が把握したのは 

― 担任が被害生徒が欠席しがちになったことの理由を尋ねる中で 

ⅲ）削除の状況 

― 加害生徒を特定し、削除させる 

ⅳ）被害生徒への対応 

― 担任や学年主任が家庭訪問を行い、心のケアを図る 

ⅴ）加害児童生徒への対応 

― 本人及び保護者に対して学校長が直接指導 
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（２）掲示板・ブログ・プロフへ無断で個人情報を掲載 

① 小学校の事例 

 

 

・ インターネット掲示板に、小学６年のＡ子を装って、氏名・電話番号を記

載した上で、出会い系サイトに書き込んだかのような内容の書き込みがなさ

れた。 

・ 書き込みに気づいたＡ子の保護者が学校に相談したことで、学校はこの事

案を把握した。 

・ 学校とＡ子の保護者は、警察に相談し、加害者の調査と書き込みの削除に

ついて協力を要請した。 

・ 加害者を特定することはできず、Ａ子及びその保護者の不安感を完全に取

り除くには至っていない。 

・ 学校では、担任が中心となってＡ子の相談にのり心のケアに努めるととも

に、校長講話や各担任の指導等を通じて、インターネットや携帯電話の便利

さと危険性について全校児童に対して啓発をした。 

 

 

【事例のポイント】 

ⅰ）事案の概要 

― インターネット掲示板への個人情報、誹謗・中傷の書き込み 

ⅱ）学校が把握したのは 

― 被害児童の保護者からの相談 

ⅲ）学校の対応（特徴） 

― 警察との連携による加害者の特定及び削除要請の相談 

ⅳ）被害児童生徒への対応 

― 担任を中心に心のケアに当たる 

ⅴ）加害児童生徒への対応 

― 加害者は特定できず 

ⅵ）全体への指導 

― 校長講話、担任による指導 
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「ネット上のいじめ」に関する対応マニュアル・事例集（学校・教員向け）

 

② 高等学校の事例 

 

 

・ ある学校非公式サイトの掲示板に、Ａ子の個人名を挙げて「性的な逸脱行

為をしている」など誹謗・中傷する内容の書き込みがあった。 

・ Ａ子にそのような事実はなく、書き込みを知ったＡ子は、保護者に相談す

ることもできず、警察に被害届を出すこともためらい、生徒指導担当の教員

に「学校に行きたくない、学校を辞めたい」と訴えてきたことで、学校はこ

の事案を把握した。 

・ 学校は、書き込みの削除要請を行うため、掲示板の管理者を特定しようと

警察に相談したところ、ドメイン名登録情報検索サービス（Whois）を紹介

され、それに基づき管理者の連絡先を入手した。しかし、メールや電話によ

る削除要請に応じてもらえず、再度、警察に相談したところ、サイト内にあ

る掲示板の中に更に新たな掲示板を立ち上げたものだということが判明し

た。そこで、新たな管理者の連絡先を入手し、学校長名でＦＡＸやメールに

よる削除要請をした結果、個人が特定できる記事のみようやく削除すること

ができた。 

・ 学校では、事案発覚後直ちに全校集会を開いて指導することも考えたが、

書き込みの内容や掲示板の存在を新たに知る生徒が出ることを懸念し、掲示

板での誹謗・中傷の書き込みが削除されるのを待って全校集会を開いた。集

会では、校長が今回のような誹謗・中傷の書き込みはいじめに該当すること、

いじめは絶対にあってはならないことを全校生徒に訴えた。以後、この掲示

板での書き込みはなくなった。 

 

 

【事例のポイント】 

ⅰ）事案の概要 

― 学校非公式サイトへの個人情報、誹謗・中傷の書き込み 

ⅱ）学校が把握したのは 

― 被害生徒が生徒指導担当教諭に相談 

ⅲ）学校の対応（特徴） 

― 警察との連携による削除要請の相談 

ⅳ）削除の状況 

― 管理者等への電話、メール、ＦＡＸによる削除要請により、特定の

書き込みのみ削除 

ⅴ）加害生徒への対応 

― 加害生徒は特定できず 

ⅵ）全体への指導 

― 誹謗・中傷の書き込みが削除されるのをまって全校集会を開催 
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「ネット上のいじめ」に関する対応マニュアル・事例集（学校・教員向け）

 

（３）特定の子どもになりすましてネット上で活動を行う 

① 中学校の事例 

 

・ 学校の公式ホームページに似せた偽りのホームページが公開され、その中

で、生徒や教師の実名、誹謗・中傷、教師が買い物をしている姿などを盗撮

した写真が掲載された。 

・ ある保護者からこのホームページの存在について学校に問い合わせがあっ

たことで、学校は本事案を把握した。 

・ 学校は、地域の青少年センターと相談し、ホームページの管理者に対して

削除依頼を行った。その結果、当該ホームページは閉鎖されたが、その日の

うちに、ほぼ同じ内容のホームページが公開された。加害者については、最

後まで特定できなかった。 

・ 学校では、全校集会を開いて情報モラルについての全体指導を行うととも

に、各学級において、「情報モラル（社会の秩序）について」と題する授業

を実施した。さらに、保護者向けに文書を配布して注意を喚起した。 

・ 偽りのホームページの掲示板に、学校の指導を肯定する書き込みや中傷を

やめるように促す書き込みも見られる状況にあり、学校では、生徒指導担当

の教諭が毎日閲覧しチェックを行った。 

 

 

【事例のポイント】 

ⅰ）事案の概要 

― 偽りの学校ホームページ上での誹謗・中傷や個人情報の掲載 

ⅱ）学校が把握したのは 

― 保護者からの情報提供 

ⅲ）学校の対応 

― 地域の青少年センターとの連携による削除要請 

ⅳ）削除の状況 

― 一度は削除されたが、すぐに同様のホームページが出現 

ⅴ）加害児童生徒への対応 

― 加害者は特定できず 

ⅵ）全体への指導 

― 全校集会による情報モラルについての指導 

ⅶ）保護者との連携 

― 文書配布による注意喚起 
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「ネット上のいじめ」に関する対応マニュアル・事例集（学校・教員向け）

 

② 高等学校の事例 

 

 

・ 部活動における人間関係のトラブルが原因で、高校３年のＡ子は、Ａ子が

作成したように見せかけたプロフィールサイトを知らないうちに作成され、

このプロフに誹謗・中傷の書き込みをされた。Ａ子の友人が書き込みを発見

しＡ子に伝えた。 

・ Ａ子が部活動顧問の教諭に相談したことで、学校はこの事案を把握した。 

・ 学校では、プロフィールサイトの管理者に対して削除要請を行った結果、

２日後に書き込みは削除された。また、部活動顧問は部活のミーティングを

開き、誹謗・中傷の書き込みがあった事実を知らせ、注意を喚起したところ、

Ａ子の後輩であるＢ子が顧問の教諭に書き込んだことを申し出た。 

・ 学校ではＢ子を厳重に注意するとともに、Ａ子、Ｂ子の保護者にもそれぞ

れ事情を伝えた。Ｂ子の保護者はＢ子を連れてＡ子宅に出向き、Ａ子及びそ

の保護者に対して謝罪をした。 

・ 学校では、全校生徒に対して、安易に行った誹謗・中傷の書き込みが重大

な結果をもたらすことを認識させるとともに、様々な機会を捉えて情報モラ

ルの向上を図ったり、ネットの危険性について認識させたりする取組を行う

こととしている。 

 

 

【事例のポイント】 

ⅰ）事案の概要 

― 無断で作成されたプロフィールサイトへの誹謗・中傷の書き込み 

ⅱ）学校が把握したのは 

― 被害生徒の部活動担当教諭に相談 

ⅲ）学校の対応（特徴） 

― 管理者への削除要請、部活のミーティングによる注意喚起 

ⅳ）削除の状況 

― 管理者に削除要請し、書き込みは削除 

ⅴ）加害児童生徒への対応 

― 加害生徒が自ら申し出て特定 
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「ネット上のいじめ」に関する対応マニュアル・事例集（学校・教員向け）

 

２．メールでの「ネット上のいじめ」 

（１）メールで断続的に特定の子どもに対して誹謗・中傷を行う 

① 高等学校の事例 

 

・ 高校１年のＡ男は、「死ね」「殺す」「チビ」「デブ」「ジュースおご

ってくれ」「今日も部活さぼるのか」などのメールを再三にわたって送信

され、誹謗・中傷を受けた。 

・ Ａ男の様子がおかしく体調も優れないことを疑問に感じた保護者がＡ男

の携帯電話のメールを確認したところ、誹謗・中傷のメールが多数送られ

ているのを確認し、学校に訴えたことで、学校は本事案を把握した。 

・ 学校で、Ａ男から事情を聞き、名前があがった生徒にも話を聞く中でＢ

男が加害者であることがわかった。 

・ 学校はＢ男の保護者を学校に呼んで事情を説明し、Ａ男及び保護者に対

して謝罪させるとともに、家庭訪問等を行ってＢ男に対する指導を行っ

た。 

・ Ａ男に対しては、教育相談担当教諭や養護教諭が面談等を行って心のケ

アを行うとともに、担任が家庭訪問を行い、保護者と連携してＡ男が安心

して学校に通えるような体制を整えた。 

・ 学校では、２学期の始業式に全校集会を開き、いじめに関する講話を行

うとともに、携帯電話の使用を含むいじめに関するアンケート調査を実施

した。 

・ また、臨時のＰＴＡ役員会を開催し、学校の対応について説明し、協力

を求めた。 

 

【事例のポイント】 

ⅰ）事案の概要 

― メールによる誹謗・中傷 

ⅱ）学校が把握したのは 

― 被害生徒の保護者が学校に訴え出た 

ⅲ）学校の対応（特徴） 

― 被害生徒への聞き取りによる加害生徒の把握 

ⅳ）被害児童生徒への対応 

― 教育相談担当教諭や養護教諭による心のケア 

ⅴ）加害児童生徒への対応 

― 被害生徒等への謝罪、家庭訪問による指導 

ⅵ）全体への指導 

― いじめに関する講話、アンケート調査の実施 

ⅶ）保護者との連携 

― 臨時のＰＴＡ役員会の開催 
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「ネット上のいじめ」に関する対応マニュアル・事例集（学校・教員向け）

 

（２）チェーンメールで悪口や誹謗・中傷の内容を送信する 

① 中学校の事例 

・ 「Ａ子はいじめを繰返し行っている。私は決して許すことはできない」

という内容のメールを４人以上の他人に送るように促すチェーンメール

が複数の生徒に送信された。Ａ子には全く身に覚えのない事実無根の内容

であった。 

・ Ａ子は上記メールが出回っていることを友人から教えられ、保護者に相

談した。保護者が学校に連絡したことによって、学校は本事案を把握した。

・ 学校では、メールの内容が大変悪質であることから警察に相談する必要

があることを保護者に伝え、保護者は警察に被害届を提出した。また、学

校では「チェーンメールや中傷メールを送ることは犯罪行為であること」、

「この件については警察にも連絡しており警察が捜査している」ことを全

校生徒に伝えた。 

・ 調査の結果、メールの発信源が特定され、４人の生徒が関与していたこ

とが明らかとなった。 

・ 加害生徒に対しては、チェーンメールや中傷メールを送ることは犯罪行

為であるとともに、他人の心を苦しめる非常に悪質な行為であることなど

を理解させるとともに、加害生徒の保護者に対しても指導への協力を要請

した。Ａ子については、精神的に不安定になり登校できない状態が続いた

ため、担任や学年主任等が家庭訪問を繰り返すとともに、スクールカウン

セラーがＡ子及びその保護者に対してカウンセリングを行い、専門的な立

場から支援を行った。 

・ 学校は、ＰＴＡと連携して、保護者に対してメール等をめぐる問題行動

の未然防止に向けての情報提供を行うとともに、生徒向けの非行防止教室

の中で、情報モラルに関する指導を行った。 

【事例のポイント】 

ⅰ）事案の概要 

― チェーンメールによる誹謗・中傷 

ⅱ）学校が把握したのは 

― 被害生徒の保護者が学校に相談 

ⅲ）学校の対応 

― 警察との連携による被害届の提出 

ⅳ）加害児童生徒への対応 

― 加害生徒を特定、保護者を呼んで学校の指導への協力を要請 

ⅴ） 被害児童生徒への対応 

― スクールカウンセラーによる被害生徒及び保護者へのカウンセリ

ング 

ⅵ） 全体への指導 

― 非行防止教室の中での情報モラルに関する指導 

ⅶ）保護者との連携 

― ＰＴＡとの連携による情報提供 
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「ネット上のいじめ」に関する対応マニュアル・事例集（学校・教員向け）

 

② 中学校の事例 

 

 

・ 中学１年のＡ子のことをひやかしたり、中傷したりする内容のチェーン

メールが出回るようになり、そのことを、Ａ子と同級生の妹のＢ子が知り、

Ａ子へメールで知らせた。 

・ Ａ子は、上記メールが出回っていることを学校の先生に知らせ、その先

生が学級担任に知らせたことにより、学校は本事案を把握した。 

・ 学校が調査したところ、上記チェーンメールは同じ学年内の７０～８０

人に送信されていることが分かり、さらに発信元の生徒として、同じ学年

の３人の生徒が関わっていることが分かった。 

・ Ａ子は、このことがきっかけで教室に入れなくなり、職員室に登校せざ

るを得ない状況となった。学校では、登校した場合は職員室で学習させな

がら見守ることを保護者に伝えるとともに、スクールカウンセラーによる

面談や学級担任による家庭訪問を継続的に行った。 

・ 学校では、学年主任、関係学級担任の立ち会いのもと、Ａ子とその保護

者及び加害生徒３名とその保護者に来校してもらい、謝罪の場を設けた。

また、加害生徒に対しては、今回のような事例は犯罪行為であり、ことの

重大さを自覚するように説諭した。 

・ 全校集会において、学校長が、いじめ防止等について講話を行うととも

に、生徒指導担当の教員が、いじめに関するアンケートの実施等について

の説明を行った。 

 

【事例のポイント】 

ⅰ）事案の概要 

― チェーンメールによる誹謗・中傷 

ⅱ）学校が把握したのは 

― 同級生の妹からチェーンメールのことを知らされた被害生徒が教

員に相談 

ⅲ）学校の対応 

― 状況の確認、関係生徒からの事情聴取 

ⅳ）加害児童生徒への対応 

― 加害生徒を特定、保護者を呼んで本人への説諭 

ⅴ）被害児童生徒への対応 

― 職員室登校への対応、スクールカウンセラーによる面談及び学級担

任による家庭訪問 

ⅵ）全体への指導 

― 全校集会における学校長の講話、いじめアンケートの実施 
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「ネット上のいじめ」に関する対応マニュアル・事例集（学校・教員向け）

 

（３）「なりすましメール」で誹謗・中傷などを行う 

① 中学校の事例 

 

 

・ 中学３年のＡ子は同級生のＢ男に好意をもっており、メールでＢ男に告白

をした。しかし、Ｂ男にその気はなく、面白半分に友人のＣ男にこのことを

話した。Ｃ男とＢ男は、Ｃ男宅のパソコンからＡ子の携帯電話に、いわゆる

なりすましメールで大量の嫌がらせメールを送信した。Ａ子はすぐにメール

アドレスを変更したが、その後も嫌がらせメールが続いたため、保護者と相

談して警察に出向き被害届を提出した。 

・ 被害届を出した２か月後、県迷惑防止条例違反でＢ男、Ｃ男が逮捕された。 

・ 学校は、Ａ子の保護者から被害届を出したとの報告を受け、本事案を把握

していたが、Ｂ男とＣ男の逮捕によって、初めてＢ男とＣ男が加害者である

ことを知った。 

・ 学校では、生徒指導担当教諭が警察に出向いて事実確認をするとともに、

被害生徒、加害生徒双方の保護者と連携を取り合い、Ａ子への支援及びＢ男、

Ｃ男に対する指導と援助を行った。 

・ 学校では、Ｂ男、Ｃ男が逮捕された翌日に全校集会を開催して事実関係を

説明するとともに保護者会を開催して、事情説明を行った。また、改めて全

校生徒に対する情報モラル教育の徹底を図るとともに、ＰＴＡと協力して家

庭用コンピュータへのフィルタリングの必要性について啓発活動を行った。 

 

 

【事例のポイント】 

ⅰ）事案の概要 

― なりすましメールによる嫌がらせ 

ⅱ）学校が把握したのは 

― 被害生徒の保護者が警察に被害届を出し、そのことを学校に報告 

ⅲ）加害児童生徒への対応 

― 加害生徒が県迷惑防止条例違反で逮捕 

ⅳ）学校の対応 

― 警察に出向いて事実関係を確認、被害・加害双方の保護者との連携 

― 全校集会、保護者会を開催して、加害生徒が逮捕されたことについ

ての事情説明 

ⅴ）全体への指導 

― 全校集会を開いての情報モラル教育の徹底 

ⅵ）保護者への対応 

― 家庭用コンピュータへのフィルタリングの必要についての啓発活動 
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「ネット上のいじめ」に関する対応マニュアル・事例集（学校・教員向け）

 

② 高等学校の事例 

 

 

・ 高校２年のＡ子が自分たちの悪口を言っていると思いこんだ同じ学年のＢ

男とＣ子とがＡ子になりすましたメールを作成し、「私は男好きでいろんな

人と出会いたい」といった内容のメールをチェーンメールとして５人の友人

に送信した。 

・ Ａ子は友人から上記メールが出回っていることを知らされ、部活動顧問に

相談したことで、学校は本事案を把握した。 

・ 学校は関係する生徒から事情を聞く中で、Ｂ男とＣ子を加害者として特定

した。学校では、直ちに加害生徒に対してメールの送信先を追跡してチェー

ンメールがこれ以上広まらないように対策を講じるよう命じるともに、保護

者に来校してもらい、事実関係を報告し、保護者に対してもチェーンメール

が広がらないよう対策を講じることへの協力を求めた。 

・ Ａ子とその保護者に対しては、加害生徒が特定できたこと、加害生徒に対

して指導を行うことを伝えるとともに、加害生徒が謝罪を申し出た場合の仲

介を学校が行うことを伝えた。 

 

【事例のポイント】 

ⅰ）事案の概要 

― なりすましメールの形で誹謗・中傷のチェーンメールを送信 

ⅱ）学校が把握したのは 

― 被害生徒が部活動担当教諭に相談 

ⅲ）学校の対応 

― 関係する生徒からの聞き取り調査 

ⅳ）加害児童生徒への対応 

― 加害生徒を特定、保護者を呼んで学校の指導への協力を要請 

ⅴ）削除の状況 

― 加害生徒に対して、メールが広まらないような対策を講じさせる 
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３．その他 

（１）口こみサイトでの事例（小学校） 

 

・ 口こみサイトの中の、ある心霊ドラマのＤＶＤに対するコメントを書く掲

示板に、Ａ子を誹謗・中傷する書き込みがあった。ニックネームを使った会

話形式の書き込みで、Ａ子の交友関係を知っている児童には、そこで誹謗・

中傷されている者がＡ子であると特定できるような書きぶりであった。 

・ この書き込みに気づいたＡ子の保護者が学校に連絡したことにより、学校

は本事案を把握した。 

・ 学校では、当該掲示板を印刷して証拠を残すとともに、サイト管理者に対

して削除依頼を行った。また、学級担任によるＡ子の友人等への聞き取りを

行い事実関係の把握に努めた。その結果、同じクラス内の５人の女子児童が

関与していることが分かった。 

・ 学校では、被害児童、加害児童及びそれぞれの保護者を呼んで、事実関係

の共有、謝罪、人間関係修復に向けての話合い等を行った。 

・ また、臨時の保護者会を開催して、事実関係を説明するとともに家庭と学

校の連携による情報モラルの指導に一層取り組むことを確認した。当該学年

の児童を集めた臨時の学年集会では、教育委員会の健全育成担当指導主事を

講師に招いて情報モラル講座を開催した。 

 

 

 

【事例のポイント】 

ⅰ）事案の概要 

― 口こみサイトでの誹謗・中傷 

ⅱ）学校が把握したのは 

― 被害児童の保護者が学校に連絡 

ⅲ）学校の対応 

― サイト管理者への削除要請 

ⅳ）加害児童生徒への対応 

― 関係する生徒への聞き取りにより加害児童を特定 

ⅴ）全体への指導 

― 教育委員会の指導主事を講師として情報モラルに関する講座を開催 

ⅵ）保護者との連携 

― 臨時の保護者会による説明 
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（２）オンラインゲーム上のチャットでの事例（中学校） 

 

・ Ａ子はＢ子とオンラインゲーム上のチャットで知り合ったが、些細なこ

とでトラブルとなり、そこにＡ子と全く関係ない第三者が加わって、Ｂ子

とともにネット上で面白半分にＡ子の誹謗・中傷を始めた。 

・ 自分の悪口を書き込まれていることを知ったＡ子は保護者に相談し、保

護者が学校に相談したことで、学校は本事案を把握した。 

・ 学校では同じ学年のＢ子が関与していることを突き止め、本人及び保護

者に対して指導を行うとともに、Ａ子へのケアを行い、不登校傾向を示し

ていたＡ子も元気を取り戻しつつあった。 

・ それから間もなく、オンラインゲーム上の掲示板にＡ子への誹謗・中傷

の書き込みが現れ、ショックを受けたＡ子は全く登校できなくなってしま

った。 

・ Ａ子については、登校できない状態であることから、緊急避難的に市の

適応指導教室に通級したが、学校への再登校への意欲は見られず、最終的

には保護者からの申入れにより、校区外への中学校へ転校することとなっ

た。 

・ 学校では、本事案を受けてメールやインターネット上でのトラブルにつ

いて、警察担当者を講師に招いて、全校集会を開催したり、保護者対象の

研修会を開催したりして、情報モラル向上への取組を行った。 

 

 

【事例のポイント】 

ⅰ）事案の概要 

― オンラインゲーム上のチャットでの誹謗・中傷 

ⅱ）学校が把握したのは 

― 被害生徒の保護者が学校に相談 

ⅲ）被害児童生徒への対応 

― 被害生徒への心のケア、適応指導教室への通級、通学区域外への転

校措置 

ⅳ）加害児童生徒への対応 

― 最初の書き込みは特定できたが、次の書き込みは特定できず 

ⅴ）全体への指導 

― 警察の担当者を講師として全校集会を開催 

ⅵ）保護者との連携 

― 保護者対象の研修会 
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